
教
育
労
働
者
の
労
働
問
題

日
本
の
公
立
学
校
教
員
を
対
象
と
し
て

2特集



は
じ
め
に

長
い
間
、
現
場
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
学
校
教
員
の
長
時
間
労
働

は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
国
際
教
員
指
導
環
境
調
査
（
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
―Teaching

and
Learning

International
Survey

）
を
き
っ
か
け
に
、
よ
う
や
く
取
り
組
む

べ
き
課
題
と
し
て
可
視
化
さ
れ
、
部
活
指
導
の
あ
り
方
な
ど
の
具
体
的
な
議
論

が
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
本
特
集
は
、
こ
う
し
た
学
校
教
員
の
労
働
問
題
に
つ
い

て
、
現
状
を
概
観
し
、
昨
今
の
社
会
状
況
・
教
育
改
革
の
な
か
で
、
何
が
行
わ

れ
て
き
た
の
か
、
何
が
問
題
な
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。第

一
章

教
育
労
働
者
の
概
要

１

教
育
労
働
者
と
は
誰
を
指
す
か

「
教
育
労
働
者
」
と
は
誰
を
指
す
の
か
。「
教
育
労
働
者
」
は
日
本
標
準
産
業

分
類
（
大
分
類
）
で
は
、「
教
育
、
学
習
支
援
業
」
に
該
当
し
、
二
〇
一
五
年

度
に
こ
の
「
教
育
、
学
習
支
援
業
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
者
は
三
〇
三
万
人
で

あ
る
。
過
去
一
〇
年
間
の
増
減
を
み
る
と
、
二
八
一
万
人
（
〇
五
年
）、
二
八

二
万
人
（
〇
六
年
）、
二
八
〇
万
人
（
〇
七
年
）、
二
八
四
万
人
（
〇
八
年
）、

二
八
八
万
人
（
〇
九
年
）、
二
八
九
万
人
（
一
〇
年
）、
二
九
四
万
人
（
一
一

年
）、
二
九
五
万
人
（
一
二
年
）、
二
九
九
万
人
（
一
三
年
）、
三
〇
一
万
人

（
一
四
年
）、
そ
し
て
一
五
年
の
三
〇
三
万
人
へ
と
漸
増
し
て
い
る
（
第
一
二
回

改
訂
日
本
標
準
産
業
分
類
就
業
者
数

年
平
均
結
果
）。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
教
育
・
学
習
支
援
業
に
は
、
幼
稚
園
か
ら
高
校
ま
で
の
学

校
教
育
、
高
等
教
育
機
関
や
専
修
学
校
、
各
種
学
校
等
の
学
校
教
育
従
事
者
の

他
、
社
会
教
育
や
学
習
塾
、
職
業
・
教
育
支
援
施
設
等
々
の
「
そ
の
他
の
教

育
」
に
従
事
す
る
人
々
が
一
括
り
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。「
文
部
科
学
省

統
計
要
覧
平
成
二
七
年
度
版
」
に
よ
る
と
、
幼
稚
園
か
ら
高
等
学
校
、
中
等
学

校
・
特
別
支
援
学
校
の
教
師
、
お
よ
び
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
教
師
の
総
計

は
、
一
八
五
万
一
八
二
九
人
な
の
で
、
残
る
教
育
労
働
者
の
お
よ
そ
四
割
弱

は
、
学
校
教
育
以
外
の
「
そ
の
他
の
教
育
」
に
従
事
す
る
人
と
い
う
こ
と
に
な

る
。「

そ
の
他
の
教
育
」
に
従
事
す
る
人
と
は
、
塾
講
師
、
書
道
・
生
花
・
茶
道

の
教
師
、
ス
ポ
ー
ツ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
等
を
指
す
。
こ
う
し
た
「
そ
の
他
の

教
育
」
に
従
事
し
、
企
業
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
近
年
、
契
約
社
員
や
ア

ル
バ
イ
ト
が
増
え
て
お
り
、
そ
こ
で
の
過
酷
な
サ
ー
ビ
ス
残
業
や
、「
雇
い
止

め
」（
更
新
拒
絶
）
を
労
働
委
員
会
に
訴
え
る
ケ
ー
ス
も
現
れ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、
一
方
で
は
個
人
営
業
も
多
く
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、
雇
用
規
模
や

勤
務
形
態
、
労
働
の
性
格
、
ま
た
労
働
時
間
や
給
与
等
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。こ

う
し
た
教
育
労
働
者
総
体
を
扱
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
本
特
集
で

は
、
お
よ
そ
六
割
を
占
め
る
「
学
校
教
育
法
の
第
一
条
に
規
定
さ
れ
る
学
校
」

（
一
条
校
）
の
「
学
校
教
師
」
の
う
ち
高
等
教
育
機
関
を
除
く
、
し
か
も
、
公

立
の
小
・
中
・
高
校
教
員
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
す
る
。

他
の
学
校
種
等
を
除
外
す
る
の
に
は
、
理
由
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
等
教

育
機
関
で
は
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
学
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校
種
の
教
員
と
は
区
別
し
て
取
り
扱
う
の
が
適
切
で
あ
る
。
ま
た
、
一
一
万
一

〇
五
九
人
を
数
え
る
幼
稚
園
教
諭
の
九
三
・
三
％
は
女
性
で
あ
り
、
約
半
数
の

教
員
が
三
〇
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
他
の
学
校
教
師
の
労
働
条
件

等
と
一
括
り
に
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
専
修
学
校
と
各
種
学
校
に
つ

い
て
は
、
学
校
の
修
業
年
限
や
生
徒
数
、
教
員
数
な
ど
、
各
学
校
に
よ
る
違
い

が
大
き
く
、
こ
の
学
校
間
で
の
差
異
を
無
視
し
て
ま
と
め
て
論
じ
る
こ
と
に
は

問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
等
教
育
学
校
は
、
全
国
で
五
一
校
と
少
な
く
、
そ

こ
に
勤
務
す
る
教
員
も
二
四
三
二
人
と
教
員
全
体
の
〇
・
二
％
を
占
め
る
に
過

ぎ
な
い
こ
と
、
特
別
支
援
学
校
は
一
〇
九
六
校
存
在
し
、
七
万
九
二
八
〇
人
の

教
員
が
勤
務
す
る
も
の
の
、
幼
稚
園
を
除
く
一
条
校
の
三
％
に
あ
た
る
学
校

に
、
教
員
総
数
の
八
％
が
勤
務
し
て
い
る
と
い
う
数
値
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
複
数
担
任
制
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
他
の
教
員
の
通
常
の
勤
務
形
態
と
は

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
特
徴
か
ら
、
小
・
中
・
高
校
の
教
員

と
ま
と
め
て
論
じ
る
こ
と
は
問
題
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
も
う
一
つ
、
私
立
学
校
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
と
い
う
課
題

が
残
っ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
度
で
は
、
私
立
小
学
校
が
二
二
一
校
で
全
体
の

一
％
、
私
立
中
学
校
が
七
七
一
校
で
七
・
三
％
で
し
か
な
い
が
、
高
校
に
な
る

と
、
私
立
高
校
は
一
三
二
〇
校
で
全
体
の
二
六
・
五
％
と
四
分
の
一
強
を
占
め

る
。
高
校
教
員
に
つ
い
て
議
論
す
る
な
ら
ば
、
私
立
学
校
を
看
過
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
京
都
の
よ
う
に
、
過
半
数
を
私
立
高
校
が

占
め
る
自
治
体
も
あ
れ
ば
、
沖
縄
県
、
秋
田
県
、
徳
島
県
の
よ
う
に
、
私
立
高

校
の
割
合
が
一
〇
％
未
満
し
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
高
校
教
育
全
体
に
占
め

る
私
立
学
校
の
役
割
は
地
域
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
私
立

高
校
で
は
、
専
任
の
教
員
の
ほ
か
に
、
常
勤
講
師
と
い
う
期
限
付
き
の
教
員
や

時
間
講
師
を
多
数
抱
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
私
立
学
校
教
員
に
は

様
々
な
課
題
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
紙
幅
の
制
限
が
あ
る
た
め
、

私
立
学
校
教
師
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

教
育
労
働
者
の
労
働
問
題
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
見
る
と
取
り
扱
う
範
囲
は

限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
以
下
、
本
特
集
で
は
公
立
の
小
学
校
、
中
学

校
、
高
等
学
校
の
教
員
の
労
働
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

２

小
・
中
・
高
等
学
校
教
員
の
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー

�

教
員
数

小
・
中
・
高
等
学
校
教
員
の
全
体
数
お
よ
び
推
移
は
、
第
３
図
に
み
る
と
お

り
で
あ
る
。

小
学
校
教
員
は
一
九
八
九
年
に
四
四
万
七
七
七
人
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五

年
が
四
一
万
三
九
七
人
と
、
二
七
年
の
間
に
三
万
人
近
く
減
少
し
た
。
同
時

期
、
中
学
校
で
は
、
二
七
万
五
四
一
五
人
か
ら
二
三
万
六
九
四
七
人
に
、
ま
た

高
校
で
は
、
二
一
万
九
四
〇
七
人
か
ら
一
七
万
三
四
七
三
人
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ

四
万
人
近
く
減
少
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
減
少
は
、
少
子
化
傾
向
に
連
動
す
る

も
の
で
あ
る
（
第
３
図
）。

た
だ
し
、
こ
の
数
値
に
は
、
少
し
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

れ
は
本
務
教
員
の
み
の
数
値
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
本
務
者
と
は
、「
当
該
学

校
の
専
任
の
教
職
員
。
原
則
と
し
て
辞
令
で
判
断
さ
れ
る
が
、
辞
令
等
が
な
い

場
合
は
待
遇
や
勤
務
の
実
態
で
判
断
す
る
」（
文
部
科
学
省
Ｈ
Ｐ
）
と
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
、
産
休
や
育
休
の
代
替
や
、
地
方
公
務
員
法
第
二

二
条
第
二
項
で
定
め
ら
れ
た
臨
時
的
任
用
教
員
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
時

間
講
師
な
ど
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
教
員
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
パ
ー
ト
タ
イ

ム
の
教
員
は
兼
務
教
員
と
し
て
調
査
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
第
４
図
に
示

特集２ 教育労働者の労働問題
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し
た
。

小
学
校
で
は
こ
の
二
七
年
間
で
兼
務
教
員
が
最
も
少
な
か
っ
た
の
は
一
九
九

六
年
の
四
五
七
八
人
で
あ
る
が
、
一
九
九
九
年
ご
ろ
か
ら
急
速
に
増
加
し
、
二

〇
一
五
年
で
は
三
万
五
五
三
二
人
と
、
三
万
人
以
上
の
増
加
に
な
っ
て
い
る
。

中
学
校
で
は
一
九
八
九
年
の
六
七
六
九
人
か
ら
漸
増
し
、
二
〇
一
五
年
に
は
二

万
六
七
〇
三
人
へ
と
ほ
ぼ
二
万
人
増
え
、
ま
た
高
校
で
は
一
九
八
九
年
の
二
万

七
九
六
〇
人
か
ら
二
〇
一
五
年
の
三
万
七
二
三
五
人
と
、
一
万
人
近
く
増
え
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
つ
の
統
計
は
、
正
規
雇
用
の
教
師
が
減
少
し
た
分
、
兼
務
教
員
が
そ
れ
を

補
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
民
間
に
お
い
て
も
一
九
九
〇
年
代
半
ば
よ
り
、
非

正
規
雇
用
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
教
員
に
お
い
て
も

例
外
で
は
な
い
。

�

性
別
構
成

二
〇
一
四
年
度
に
お
い
て
は
、
女
性
教
員
比
率
は
、
小
学
校
六
二
・
四
％
、

中
学
校
四
二
・
六
％
、
高
等
学
校
三
一
・
〇
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
五
年
間
の

学
校
別
女
性
比
率
は
、
第
５
図
に
見
る
よ
う
に
、
中
学
校
・
高
等
学
校
で
は
漸

次
上
昇
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
各
国
の
女
性
教
員
比
率

が
、
小
学
校
八
二
・
〇
％
、
中
学
校
六
八
・
一
％
、
高
等
学
校
五
六
・
三
％
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
わ
が
国
の
教
員
は
圧
倒
的
に
女
性
教
員
比
率
が
低

い
。ま

た
、
管
理
職
に
占
め
る
女
性
教
員
比
率
に
至
っ
て
は
、
微
増
傾
向
は
認
め

ら
れ
る
も
の
の
、
一
四
年
度
で
、
校
長
に
つ
い
て
は
小
学
校
一
九
・
〇
％
、
中

学
校
五
・
七
％
、
高
校
で
は
六
・
七
％
、
教
頭
に
つ
い
て
は
小
学
校
二
五
・
二

％
、
中
学
校
八
・
五
％
、
高
校
八
・
〇
％
と
き
わ
め
て
低
い
数
値
を
示
し
て
い

第３図 本務教員数の推移

〔出所〕 文部科学省「学校基本調査」（毎年）（政府統計 e-Sat）より作成。

第４図 兼務教員数の推移

〔出所〕 文部科学省「学校基本調査」（毎年）（政府統計 e-Sat）より作成。

72



1991
年度

小学校 中学校 高校

0
10
20
30
40
50
60
70
(%)

93
年度

95
年度

97
年度

99
年度

01
年度

03
年度

05
年度

07
年度

09
年度

11
年度

13
年度

15
年度

る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
は
相
変
わ
ら
ず
改
善
さ
れ
て

い
な
い
。

�

年
齢
別
構
成

小
学
校
教
員
の
平
均
年
齢
は
四
四
・
〇
歳
、
中
学
校

教
員
は
四
三
・
九
歳
、
高
等
学
校
教
員
は
四
五
・
三
歳

で
あ
る
。
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
の
進
学
に
伴
っ
て
教
員

の
採
用
増
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
児
童
・
生
徒
数

の
減
少
に
伴
い
、
一
九
九
〇
年
代
頃
よ
り
採
用
が
控
え

ら
れ
た
。
そ
の
た
め
一
九
八
九
年
に
は
、
三
〇
歳
代
後

半
だ
っ
た
教
師
の
平
均
年
齢
は
年
ご
と
に
高
く
な
っ
て

い
る
。

年
齢
構
成
を
学
校
種
別
に
み
た
の
が
第
１１
表
で
あ

る
。
小
学
校
で
は
二
五
歳
未
満
の
新
規
採
用
教
員
が
著

し
く
少
な
く
、
ま
た
、
学
校
運
営
の
中
心
と
な
る
三
五

歳
か
ら
四
五
歳
の
層
が
、
男
女
と
も
に
薄
く
な
っ
て
い

る
。
中
学
校
で
も
、
二
五
歳
未
満
の
新
規
採
用
教
員
の

割
合
が
低
い
。
高
等
学
校
で
は
五
〇
歳
以
上
の
男
性
教

員
が
多
く
を
占
め
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

�

ま

と

め

デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
側
面
か
ら
見
た
教
員
の
現
状

は
、
兼
務
者
の
増
加
や
性
別
・
年
齢
別
構
成
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
と
い
う
、
そ
れ
自
体
が
問
題
と
な
る
状
況
に
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
師
の
労
働
問

第５図 学校種別女性教員比率

〔出所〕 文部科学省「学校基本調査」（毎年）（政府統計 e-Sat）より作成。

第１１表 本務教員の年齢構成（学校種別、国公私立全体の数値）（２０１３年度）

高 校

計

女

６８，１３５

２，５９８

７，３２０

７，９７０

１０，０９１

１１，０５４

１０，１２７

９，９５３

７，３６２

１，６６０

４２．５

〔出所〕 文部科学省「学校教員統計」（３年ごと）（政府統計 e-Sat）より作成。

男

１５８，５９８

２，９８２

１１，１０６

１３，９８７

１６，２８５

１７，９７７

２４，２９８

３３，９１１

２８，３６７

９，６８５

４６．５

計

２２６，７３３

５，５８０

１８，４２６

２１，９５７

２６，３７６

２９，０３１

３４，４２５

４３，８６４

３５，７２９

１１，３４５

４５．３

中学校

計

女

９７，７１７

４，０５７

１１，８３６

１１，８５７

１２，１４１

１３，５９９

１４，７０４

１６，５６５

１１，５８９

１，３６９

４２．５

男

１３６，２６９

３，７８３

１３，６３６

１４，１５６

１３，７９８

１５，３３８

１９，５８４

２９，０１０

２３，２５４

３，７１０

４４．９

計

２３３，９８６

７，８４０

２５，４７２

２６，０１３

２５，９３９

２８，９３７

３４，２８８

４５，５７５

３４，８４３

５，０７９

４３．９

小学校

計

女

２３７，９３７

１０，７４０

２８，５８３

２８，１６４

２４，７８６

２７，４３５

３３，９１０

３９，４３４

４０，９９５

３，８９０

４３．４

男

１４７，０１９

４，２３５

１５，２０２

１６，３０８

１４，５４７

１５，４４７

１９，２４５

２７，５６４

３０，６８５

３，７８６

４５．０

計

３８４，９５６

１４，９７５

４３，７８５

４４，４７２

３９，３３３

４２，８８２

５３，１５５

６６，９９８

７１，６８０

７，６７６

４４．０

区 分

本務教員の計

２５歳未満

２５歳～３０歳未満

３０歳～３５歳未満

３５歳～４０歳未満

４０歳～４５歳未満

４５歳～５０歳未満

５０歳～５５歳未満

５５歳～６０歳未満

６０歳以上

平均年齢（歳）
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題
と
い
う
と
き
、
よ
り
深
刻
な
の
は
、
こ
れ
が
教
師
の
職
場
で
ど
の
よ
う
に
顕

在
化
し
て
く
る
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

教
師
の
職
場
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
勤
務
す
る
個
別
学
校
を
指
し
て
い
る
が
、

小
中
学
校
の
場
合
、
一
二
学
級
以
下
の
小
規
模
校
が
多
く
を
占
め
、
そ
こ
に
配

置
さ
れ
る
教
員
は
、
管
理
職
を
含
め
て
、
多
く
て
も
一
四
人
か
ら
二
〇
人
程
度

で
あ
る
。
教
員
に
は
、
三
年
か
ら
数
年
に
一
度
の
異
動
が
あ
る
た
め
、
教
員
構

成
は
毎
年
異
な
る
が
、
正
規
教
員
と
非
正
規
教
員
の
割
合
、
性
別
、
年
齢
別
構

成
の
如
何
が
、
学
校
の
管
理
運
営
上
の
、
あ
る
い
は
、
教
育
指
導
上
の
問
題
の

直
接
の
原
因
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

ま
た
、
近
年
、
正
規
・
非
正
規
教
員
な
ど
教
職
員
の
雇
用
形
態
等
の
多
様
化

の
ほ
か
に
、
学
習
支
援
や
生
活
支
援
、
特
別
支
援
教
育
関
係
な
ど
、
授
業
に
直

接
関
係
す
る
ス
タ
ッ
フ
や
、
学
校
図
書
館
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス
ク

ー
ル
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど
授
業
に
直
接
関
係
し
な
い
ス
タ
ッ
フ
の
配

置
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
教
員
養
成
系
の
学
生
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

や
、
地
域
人
材
に
よ
る
補
助
な
ど
が
、
日
常
的
に
教
員
の
業
務
を
助
け
て
い
る

例
は
少
な
く
な
い
。

学
校
に
お
け
る
教
師
の
労
働
問
題
を
考
え
る
と
き
、
学
校
組
織
に
お
け
る
こ

の
構
成
員
全
体
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
十
分
な
考
察
は
で
き
な
い
が
、
こ
う

し
た
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
の
実
態
は
、
各
学
校
レ
ベ
ル
で
の
資
料
を
収
集
し
な
け

れ
ば
把
握
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
全
国
的
な
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
の
難
し

さ
は
こ
の
う
え
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
た
第
五
章
で
検
討
し
た

い
。

第
二
章

教
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

１

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
実
態

近
年
、
教
員
を
め
ぐ
る
状
況
の
な
か
で
最
も
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

が
、
教
師
の
多
忙
化
・
疲
弊
・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
で
あ
る
。

地
方
公
務
員
法
第
二
八
条
は
降
任
、
免
職
、
休
職
等
に
つ
い
て
定
め
て
お

り
、「
職
員
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
に

反
し
て
、
こ
れ
を
降
任
し
、
又
は
免
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
二
項
に
は
「
心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、

ま
た
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
場
合
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て

分
限
処
分
が
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
省
は
毎
年
、「
公
立
学
校

教
職
員
の
人
事
行
政
状
況
調
査
」
を
発
表
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
病
気
休
職

者
の
状
況
が
報
告
さ
れ
る
。

教
員
の
場
合
、
病
気
や
け
が
を
し
て
療
養
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た

と
き
に
は
「
病
気
休
暇
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
原
因
が
癌
や
心
不
全
等

循
環
器
系
疾
患
な
ど
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
場
合
、
九
〇
日
の
範
囲
で
そ
れ
を
取

得
で
き
る
仕
組
み
が
あ
る
。
こ
の
病
気
休
暇
を
最
大
に
取
得
し
た
の
ち
も
さ
ら

に
長
期
の
休
養
を
要
す
る
場
合
、
そ
れ
が
「
病
気
休
職
」
と
な
る
。
ま
た
、
休

職
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
最
長
三
年
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。

「
病
気
休
暇
」
で
は
治
癒
せ
ず
、
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
る
た
め
に
、「
分

限
処
分
」
の
対
象
と
な
っ
た
「
病
気
休
職
者
」
は
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
急
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速
に
増
加
し
、
二
〇
〇
三
度
か
ら
二
〇
一
四
年
度
ま
で
の
病
気
休
職
者
の
実
数

は
六
〇
一
七
人
（
〇
三
年
度
）、
六
三
〇
八
人
（
〇
四
年
度
）、
七
〇
一
七
人

（
〇
五
年
度
）、
七
六
五
五
人
（
〇
六
年
度
）、
八
〇
六
九
人
（
〇
七
年
度
）、
八

五
七
八
人
（
〇
八
年
度
）、
八
六
二
七
人
（
〇
九
年
度
）、
八
六
六
〇
人
（
一
〇

年
度
）、
八
五
四
四
人
（
一
一
年
度
）、
八
三
四
一
人
（
一
二
年
度
）、
八
四
〇

八
人
（
一
三
年
度
）、
八
二
七
七
人
（
一
四
年
度
）
と
い
う
推
移
を
示
し
て
お

り
、
〇
七
年
度
か
ら
は
八
〇
〇
〇
人
を
超
え
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
者
の
実
数
は
、
三
一
九
四
人
（
〇
三
年

度
）、
三
五
五
九
人
（
〇
四
年
度
）、
四
一
七
八
人
（
〇
五
年
度
）、
四
六
七
五

人
（
〇
六
年
度
）、
四
九
九
五
人
（
〇
七
年
度
）、
五
四
〇
〇
人
（
〇
八
年

度
）、
五
四
五
八
人
（
〇
九
年
度
）、
五
四
〇
七
人
（
一
〇
年
度
）、
五
二
七
四

人
（
一
一
年
度
）、
四
九
六
〇
人
（
一
二
年
度
）、
五
〇
七
九
人
（
一
三
年

度
）、
五
〇
四
五
人
（
一
四
年
度
）
と
、
五
〇
〇
〇
人
前
後
を
推
移
し
て
い

る
。
全
教
員
に
占
め
る
病
気
休
職
者
と
精
神
疾
患
休
職
者
（「
処
分
」
対
象

者
）
の
割
合
を
図
示
し
た
も
の
が
第
６
図
で
あ
る
。

第
６
図
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
病
気
休
職
者
の
割
合
も
、
病
気
休
職
者

の
う
ち
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
者
の
割
合
も
、
九
八
年
ご
ろ
を
境
に
し
て
急
激

に
増
加
し
、
二
〇
〇
八
年
ご
ろ
か
ら
高
い
数
値
で
横
ば
い
状
態
に
な
っ
て
い

る
。病

気
休
職
者
が
在
職
者
に
占
め
る
割
合
（
一
四
年
度
）
は
〇
・
九
％
で
あ

る
。
同
年
度
の
病
気
休
職
者
（
八
二
七
七
人
）
に
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
者
が

占
め
る
割
合
は
六
一
・
〇
％
で
あ
る
。
こ
の
数
値
と
、
人
事
院
が
五
年
に
一
回

実
施
し
て
い
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
国
家
公
務
員
の

長
期
病
気
休
職
者
は
、
一
九
七
〇
年
代
中
頃
よ
り
漸
減
傾
向
に
あ
っ
た
が
二
〇

〇
一
年
か
ら
は
増
加
に
転
じ
、
二
〇
一
一
年
に
は
一
・
九
七
％
と
い
う
数
値
を

第６図 病気休職者の推移

〔出所〕「教育職員に係る懲戒処分等の状況について」より作成。
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示
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
者
は
六
四
・
六
％
で
あ
っ
た

（「
平
成
二
三
年
度
国
家
公
務
員
長
期
病
休
者
調
査
結
果
の
概
要
」
人
事
院
報
道

資
料
、
二
〇
一
三
年
三
月
一
二
日
）。
ま
た
、
民
間
企
業
に
つ
い
て
、
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
不
調
で
一
ヵ
月
以
上
欠
勤
、
休
職
し
て
い
る
全
従
業
員
数
に
対
す
る

割
合
は
、
全
産
業
で
見
る
と
〇
・
四
五
％
と
い
う
数
値
が
示
さ
れ
て
お
り
（
財

団
法
人
労
務
行
政
研
究
所
「
企
業
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
実
態
と
対

策
」
二
〇
一
〇
年
八
月
三
一
日
）、
教
員
の
割
合
（
二
〇
一
〇
年
は
〇
・
五
九

％
）
よ
り
低
い
。

教
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
が
国
家
公
務
員
よ
り
は
安
定
し
て
い
る
と
い
う
結

果
は
、
教
師
の
労
働
を
考
え
た
と
き
、「
相
手
（
子
ど
も
）
が
い
る
か
ら
、
張

合
い
が
あ
っ
て
何
と
か
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

し
、
逆
に
「
相
手
（
子
ど
も
）
が
い
る
か
ら
、
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
休
め
な
い
」
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
民
間
に
比
べ
れ
ば
、
教

員
の
方
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
数
値
を
示
し
て
い
る
が
、
民
間
に
お
い
て
は
公

務
員
に
比
べ
、
長
期
の
休
業
が
実
質
的
に
許
さ
れ
ず
、
退
職
に
追
い
込
ま
れ
る

よ
う
な
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
安
易
に
比
較
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

全
体
か
ら
見
れ
ば
一
％
に
も
満
た
な
い
病
気
休
職
者
で
あ
る
と
は
い
え
、
増

加
傾
向
に
あ
る
と
い
う
事
実
は
見
逃
せ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
病
気
休
職
者
数
に

は
、
認
め
ら
れ
て
い
る
九
〇
日
ま
で
の
病
気
休
暇
を
取
っ
た
も
の
は
カ
ウ
ン
ト

さ
れ
て
お
ら
ず
、
病
気
休
職
に
至
ら
な
い
ま
で
も
、
長
期
に
わ
た
っ
て
、
病
気

休
暇
を
繰
り
返
す
よ
う
な
場
合
や
、
遅
刻
・
早
退
な
ど
を
頻
繁
に
繰
り
返
す
な

ど
勤
務
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
事
例
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

病
気
休
職
者
の
裾
野
は
も
っ
と
広
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

近
年
、
心
理
学
的
な
測
定
法
を
用
い
て
、
教
師
の
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
ス

ト
レ
ス
や
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
と
し
て
測
定
し
、
そ
の
原
因
を
考
察
す
る
研
究
も
数

多
く
行
わ
れ
て
い
る
。
多
く
は
、
サ
ン
プ
ル
が
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
大

阪
府
下
で
大
規
模
に
実
施
し
た
「
教
師
の
多
忙
化
と
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
」
調
査
研

究
（
大
阪
教
育
文
化
セ
ン
タ
ー
教
師
の
多
忙
化
調
査
研
究
会
編
『
教
師
の
多
忙

化
と
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
』
法
政
出
版
、
一
九
九
六
年
）
で
は
、
六
割
近
い
教
師

が
、
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
の
危
険
域
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
す

で
に
二
〇
年
以
上
前
か
ら
、
教
師
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
へ
の
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

２

休
職
者
の
属
性
と
推
測
さ
れ
る
増
加
の
原
因

�

属
性
ご
と
の
休
職
者
の
分
析

病
気
休
職
者
の
増
加
原
因
を
探
る
た
め
に
、
文
部
科
学
省
で
は
、
二
〇
〇
七

年
よ
り
、
休
職
者
の
属
性
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
分
析
を
公
表
し
て
い
る
。

「
公
立
学
校
教
職
員
の
人
事
行
政
状
況
調
査
」
一
四
年
版
か
ら
、
学
校
種

別
、
年
代
別
に
病
気
休
職
者
の
状
況
を
示
し
た
も
の
が
第
１２
表
で
あ
る
。

第
１２
表
に
見
る
よ
う
に
、
病
気
休
職
・
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
と
も
に
最
も

高
く
な
っ
て
い
る
の
は
中
学
校
教
師
で
あ
る
。
年
代
別
に
み
る
と
、
病
気
休
職

者
で
は
五
〇
歳
代
の
割
合
が
高
い
こ
と
、
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
者
の
割
合
が

三
〇
歳
代
以
上
で
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
他
の
年
齢
層

と
比
べ
て
二
〇
歳
代
の
若
い
教
員
に
は
病
気
休
職
者
が
少
な
い
と
受
け
止
め
る

の
は
、
少
し
問
題
が
あ
る
。

近
年
、
教
員
採
用
試
験
に
お
い
て
、「
条
件
付
き
採
用
」
の
教
師
が
増
加
し

て
い
る
。「
条
件
付
き
採
用
」
は
、
正
式
採
用
さ
れ
た
教
師
と
は
異
な
り
、「
初

任
の
一
年
間
の
勤
務
を
良
好
な
成
績
で
遂
行
し
た
時
に
正
式
採
用
と
な
る
」
教
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第１２表 病気休職者の学校種別・年代別・職種別状況（教育職員）

�年代別
Ａ／Ｂ
（上段）
Ｃ／Ｂ
（下段）

０．６３％

０．４９％

１．００％

０．６４％

０．９８％

０．６３％

１．１５％

０．６２％

〔出所〕 文部科学省「公立学校職員の人事行政状況報告」２０１４年版。

第１３表 条件付きで採用にならなかった者

病気による退職の割合

精神疾患割合

９３．５

８５．９

８６．９

８７．３

８９．１

９６．５

８９．２

－

－

－

－

〔出所〕 文部科学省「公立学校教職員の人事行政状況調査」より作成。

２９．０

２６．２

２９．０

３２．７

３０．４

２６．２

２９．２

３４．２

２８．５

３１．１

３１．９

在職者数Ｂ

１１２，０３９人

１７７，７２７人

２２１，１１４人

３１５，８９４人

不採用率

（病気うち精神疾患）

１．０７％

１．１８％

１．２０％

１．１１％

１．１５％

１．２７

１．３２

１．３８

１．３６

１．００

０．９８

病気休職者Ａ
（上段）
精神疾患者Ｃ
（下段）

７０７人

５４７人

１，７７６人

１，１３４人

２，１７７人

１，３９０人

３，６１７人

１，９７４人

依頼退職者（人）

うち病気

８７人

７９

１０６

１０３

９０

８３

８８

－

－

－

－

２０代

３０代

４０代

５０代以上

�学校種別
Ａ／Ｂ
（上段）
Ｃ／Ｂ
（下段）

０．９５％

０．５６％

１．００％

０．６５％

０．６２％

０．３６％

９３人

９２

１２２

１１８

１０１

８６

９３

１０３

８４

６５

６１

在職者数Ｂ

４０９，７５３人

２３７，０８２人

１８７，１０３人

３１０

３４０

３４８

２９９

２８８

３０２

３０４

２９３

２３１

１９８

１７２

病気休職者Ａ
（上段）
精神疾患者Ｃ
（下段）

３，８９９人

２，２８３人

２，３６６人

１，５４８人

１，１６８人

６７５人

正式採用に
ならなかっ
た者

３２１

３５１

３５５

３１５

２９６

３１７

３１５

３０１

２９５

２０９

１９１

小学校

中学校

高等学校

年度

２６

２５

２４

２３

２２

２１

２０

１９

１８

１７

１６

特集２ 教育労働者の労働問題
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師
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
条
件
付
き
採
用
」
に
分
類
さ
れ
る
教
師
の
う

ち
、
正
式
採
用
に
な
る
前
に
依
願
退
職
を
す
る
教
師
数
が
漸
増
し
て
い
る
。
第

１３
表
に
よ
る
と
、
依
願
退
職
す
る
「
条
件
付
き
採
用
」
教
師
の
う
ち
病
気
を
理

由
と
し
た
依
願
退
職
者
は
、
二
〇
〇
三
年
ご
ろ
か
ら
漸
増
し
て
お
り
、
ま
た
、

そ
の
な
か
で
精
神
疾
患
を
理
由
と
し
た
依
願
退
職
は
、
調
査
を
開
始
し
た
二
〇

〇
八
年
以
来
、
一
貫
し
て
九
割
近
く
を
占
め
て
い
る
実
態
が
あ
る
。

�

病
気
休
職
者
増
加
の
原
因

重
要
な
の
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
病
気
休
職
者
が
増
加
す
る
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
病
気
休
職
者
属
性
分
析
か
ら
は
、
と
く
に
生
徒
指
導
・
部
活
指

導
に
多
く
の
時
間
を
割
か
ね
ば
な
ら
な
い
中
学
校
教
師
の
割
合
が
多
い
こ
と
か

ら
、
教
師
の
多
忙
化
と
長
時
間
労
働
の
問
題
を
指
摘
す
る
も
の
が
い
る
。
ま

た
、
子
ど
も
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
な
ど
の
社
会
の
変
容
に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で
蓄
積
し
て

き
た
技
術
や
知
識
で
は
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
年
輩
教
師
の
苦
悩
と
関
連
づ
け

て
説
明
す
る
も
の
も
い
る
。

ま
た
、
前
述
し
た
「
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
」
は
、
理
念
に
沿
っ
て
活
動
に
邁
進
す

る
こ
と
か
ら
来
る
「
燃
え
尽
き
」
状
態
を
示
す
概
念
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
自

体
が
「
な
ぜ
教
師
が
休
職
に
至
る
の
か
」
を
説
明
す
る
解
釈
枠
組
み
と
な
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、「
初
期
の
仕
事
へ
の
意
識
の
高
さ
と
現
実
の
仕
事
の
ギ
ャ

ッ
プ
」
の
な
か
で
、
極
度
の
疲
弊
感
、
不
全
感
、
生
き
る
意
味
の
喪
失
、
無
気

力
な
ど
が
起
こ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
自
己
犠
牲
的
教
師
」
像

を
抱
い
て
い
る
た
め
に
活
動
に
の
め
り
込
み
、
理
念
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦

し
ん
で
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
に
つ
な
が
る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
様
々
な
原
因
論
は
、
一
二
年
に
文
部
科
学
省
に
設
置
さ
れ
た
「
教

職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
検
討
会
議
」
の
報
告
に
お
い
て
も
示
さ
れ
た
。

同
報
告
は
、
教
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
背
景
に
、「
業
務
量
の
増

加
」
と
、「
理
想
の
強
さ
か
ら
来
る
自
己
批
判
」「
鍋
蓋
型
組
織
か
ら
の
管
理
職

に
よ
る
支
援
の
薄
さ
」「
正
解
の
な
い
仕
事
」
に
代
表
さ
れ
る
「
教
職
員
の
業

務
の
特
徴
」
と
い
う
教
職
の
病
理
状
況
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
教

師
の
仕
事
の
特
殊
性
と
と
も
に
、
労
働
環
境
の
変
化
等
を
示
し
、
教
員
養
成
の

あ
り
方
を
も
含
ん
で
、
教
員
の
働
く
環
境
全
体
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

問
題
で
あ
る
と
ま
と
め
て
い
る
。

３

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
対
策

�

対

策

こ
の
よ
う
な
教
員
の
状
況
は
政
府
に
よ
っ
て
も
重
く
受
け
止
め
ら
れ
て
お

り
、「
教
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
検
討
会
議
」
は
二
〇
一
三
年
三
月
、

『
教
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
つ
い
て
（
最
終
ま
と
め
）』
を
提
示
し

た
。
そ
こ
で
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
対
策
と
し
て
、
第
一
に
、
教
員
自
身
に

よ
る
メ
ン
タ
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
活
用
な
ど
セ
ル
フ
ケ
ア
の
促
進
、
第
二
に
、
組
織

の
ラ
イ
ン
を
見
直
し
、
管
理
職
等
に
よ
る
適
切
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
必
要
、
第

三
に
、
業
務
の
縮
減
や
効
率
化
、
そ
し
て
、
最
後
に
外
部
専
門
家
も
含
め
た
相

談
体
制
の
充
実
が
重
要
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
提
言
に
沿
っ
て
、
九
割
を
超
す
都
道
府
県
市
が
「
相
談
窓
口
を
設

置
し
、
面
接
相
談
を
実
施
し
て
い
る
」「
管
理
職
を
対
象
に
し
た
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
に
関
す
る
研
修
を
実
施
し
て
い
る
」
な
ど
の
取
り
組
み
を
報
告
し
て
い
る

（
文
部
科
学
省
「
教
育
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
保
持
等
に
係
る
取
り
組
み

に
つ
い
て
」
二
〇
一
一
年
度
版
）。
ま
た
、「
電
話
相
談
（
電
子
メ
ー
ル
を
含
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む
）
の
窓
口
を
設
置
し
て
い
る
」
都
道
府
県
も
八
七
・
九
％
に
の
ぼ
る
。

�

復
職
へ
の
対
策

復
職
支
援
に
つ
い
て
も
、
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
教
職
員
の
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
対
策
会
議
は
、
病
気
休
職
取
得
か
ら
職
場
復
帰
ま
で
の
対
応
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
ご
と
に
、
と
り
わ
け
校
長
が
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て

手
順
を
詳
細
に
示
し
た
。

復
職
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
際
は
自
治
体
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
復
職

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
病
気
休
職
者
の
そ
の

後
の
状
況
を
示
し
た
も
の
が
第
１４
表
で
あ
る
。

同
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
四
割
弱
の
教
師
が
復
職
し
、
四
割
か
ら
五
割
の

教
師
が
そ
の
ま
ま
引
き
続
き
休
職
し
、
二
割
弱
の
教
師
が
退
職
し
て
い
る
。

４

ま

と

め

増
加
す
る
「
病
め
る
教
員
」
に
対
し
て
、
政
府
や
各
都
道
府
県
レ
ベ
ル
の
対

策
は
講
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
対
策
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
数
値
に

見
る
よ
う
に
、
病
気
休
職
者
数
が
劇
的
に
改
善
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
状
況
に

は
な
い
。

そ
れ
は
、
教
員
の
病
気
休
職
が
構
造
的
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
レ
ベ
ル
で
そ
れ
を
改
善
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に

一
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

教
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
会
議
の
委
員
は
、
ほ
と
ん
ど
が
産
業
医
や

心
理
専
門
職
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
教
員
の
休
職

者
の
増
加
な
ど
の
原
因
を
、「
業
務
量
の
増
加
」「
教
職
員
の
業
務
の
特
徴
」
と

把
握
は
し
て
い
る
も
の
の
、
対
策
と
し
て
は
、
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
構

造
を
問
題
に
す
る
よ
り
も
、
そ
う
し
た
構
造
を
ど
の
よ
う
に
個
人
が
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
し
て
い
く
か
、
対
処
し
て
い
く
か
と
い
う
点
に
、
議
論
が
集
約
さ
れ
て
い

る
。
病
気
休
職
を
し
た
教
師
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う

問
題
と
、「
病
気
休
職
者
の
増
加
」
と
い
う
マ
ク
ロ
な
問
題
が
、
こ
こ
で
は
識

別
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
病
気
休
職
者
へ
の
復
職
対
策
は
手
厚
く
な
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
彼
ら
が
戻
っ
て
い
く
職
場
が
、
彼
ら
の
病
気
休
職
を
導
い

た
状
況
と
ど
れ
ほ
ど
変
化
し
て
い
る
の
か
、
そ
う
し
た
職
場
の
構
造
・
状
況
を

第１４表 精神疾患による休職者の休職発令後の状況内訳（人）

合計

２，９７５

－

合計

２，０７０

－

－

合計

５，０４５

－

〔出所〕 文部科学省「公立学校教職員の人事行政状況調査につい
て」２０１４年版。

２０１５年４月１日現在の状況

退職

４３２

１４．５％

２０１５年４月１日現在の状況

退職

４５３

０．２

退職

８８５

１７．５％

引き続き
休職

１，４２３

４７．８％

引き続き
休職

７９４

０．４

引き続き
休職

２，２１７

４３．９％

復職

１，１２０

３７．６％

復職

８２３

０．４

復職

１，９４３

３８．５％

２０１４年度中新規に
休職発令された者
（Ａ）

２０１３年度中又はそ
れ以前に休職発令
され、２０１４年度も
引き続き休職とな
っている者（Ｂ）

上記の合計（Ａ＋Ｂ）
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変
え
る
に
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
あ
る

い
は
言
及
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、「
病
め
る
教
員
」
を
支
援
す
る
管
理
職
等

の
役
割
を
示
す
「
ソ
フ
ト
」
面
で
の
対
策
の
み
で
あ
る
。
学
校
の
諸
問
題
に

「
強
い
」
教
師
を
創
り
出
し
て
い
く
こ
と
で
し
か
こ
の
問
題
を
解
決
で
き
な
い

と
す
れ
ば
、
十
分
な
対
策
に
は
つ
な
が
ら
な
い
だ
ろ
う
。

河
村
茂
雄
は
、
社
会
構
造
の
変
化
を
も
踏
ま
え
て
、
教
員
の
病
気
休
職
の
増

加
が
「
教
育
実
践
環
境
の
変
化
」「
期
待
さ
れ
る
教
育
内
容
・
活
動
の
変
化
」

「
勤
務
条
件
の
変
化
」
と
い
う
三
つ
の
変
化
が
同
時
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
る

と
指
摘
し
た
（
河
村
茂
雄
『
変
化
に
直
面
し
た
教
師
た
ち
』
誠
信
書
房
、
二
〇

〇
五
年
）。
こ
の
指
摘
に
見
る
よ
う
に
、
教
員
の
病
理
現
象
が
改
善
さ
れ
る
た

め
に
は
、「
業
務
量
の
増
加
」
を
も
た
ら
す
構
造
的
な
要
因
や
「
教
育
内
容
や

活
動
の
変
化
」「
勤
務
条
件
の
変
化
」
を
明
ら
か
に
し
、
労
働
時
間
や
働
き
方

の
問
題
、
教
員
の
労
働
を
制
約
し
条
件
づ
け
る
外
部
条
件
と
そ
の
変
化
な
ど
に

つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
行
い
、
対
処
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

第
三
章

教
員
の
労
働
と
そ
の
特
徴

１

教
員
の
労
働
時
間

�

教
師
の
長
時
間
労
働

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
二
〇
一
三
（Teaching

and
Learning

Interna-
tional

Survey

国
際
教
員
指
導
環
境
調
査
）
は
、
日
本
の
教
師
の
長
時
間
労

働
を
白
日
の
下
に
晒
し
た
。
調
査
参
加
国
の
一
週
間
の
平
均
時
間
が
三
八
・
三

時
間
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
数
値
は
五
三
・
九
時
間
で
圧
倒
的
に
長

い
。
日
本
の
数
値
は
、
調
査
参
加
国
の
な
か
で
最
も
長
く
、
二
番
目
と
三
番
目

に
長
い
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
四
七
・
六
時
間
）、
マ
レ
ー
シ
ア
（
四
五
・
一
時

間
）
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
長
時
間
労
働
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
補
足
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
第
一
に
、
日
本
で
は
、
教
師
に
限
ら
ず
労
働
者
一
般
が
長
時
間
労

働
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
の
『
デ
ー
タ
ブ
ッ

ク
国
際
労
働
比
較
二
〇
一
五
』
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
一
人
当
た
り
平
均
年
間
実

労
働
時
間
は
、
一
九
八
八
年
の
労
働
法
改
正
以
降
漸
減
し
て
い
る
も
の
の
、
二

〇
一
三
年
に
は
一
七
三
五
時
間
で
あ
り
、
こ
れ
は
イ
タ
リ
ア
（
一
七
五
二
時

間
）、
ア
メ
リ
カ
（
一
七
八
八
時
間
）
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
一

六
〇
七
時
間
）、
フ
ラ
ン
ス
（
一
四
八
七
時
間
）、
ド
イ
ツ
（
一
三
八
八
時
間
）

に
比
べ
れ
ば
長
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
長
時
間
労
働
を
「
問
題

で
あ
る
」
と
考
え
な
い
日
本
の
社
会
的
風
土
が
あ
る
。

目
を
国
内
に
転
じ
て
、
他
職
種
と
の
労
働
時
間
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
厚
生

労
働
省
の
『
労
働
統
計
要
覧
』（
二
〇
一
四
年
度
）
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
の
一

ヵ
月
あ
た
り
出
勤
日
数
は
一
八
・
九
日
、
実
労
働
時
間
数
平
均
は
一
四
九
・
〇

時
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
日
ほ
ぼ
七
時
間
五
一
分
程
度
の
勤
務
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
連
合
総
合
生
活
開
発
研
究
所
が
実
施
し
た
『
生
活

時
間
の
国
際
比
較
―
―
日
・
米
・
仏
・
韓
の
カ
ッ
プ
ル
調
査
』
で
は
、
男
性
の

週
実
労
働
時
間
は
四
五
・
七
時
間
で
あ
り
、
一
日
に
換
算
す
る
と
九
時
間
六
分

程
度
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
に
み
る
教
師
の
一
週
間
の
五
三
・
九
時
間
と
い
う
労
働

時
間
は
、
一
日
に
換
算
す
れ
ば
一
〇
時
間
四
八
分
程
度
で
あ
る
。
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
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調
査
に
先
立
っ
て
、
日
本
国
内
で
は
、
文
部
科
学
省
が
二
〇
〇
六
年
に
全
国
規

模
で
の
大
規
模
な
『
教
員
勤
務
実
態
調
査
』
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は

小
学
校
教
師
の
勤
務
時
間
一
一
時
間
三
三
分
（
年
間
、
勤
務
日
の
「
持
ち
帰
り

を
含
ま
な
い
労
働
時
間
」
＋
「
残
業
時
間
」）、
中
学
校
教
師
は
一
二
時
間
一
九

分
と
い
う
数
値
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施

し
て
い
る
『
学
習
指
導
基
本
調
査
報
告
書
』（
二
〇
一
〇
年
）
で
は
、「
学
校
に

い
る
時
間
」（
出
勤
時
間
か
ら
退
勤
時
間
ま
で
）
は
、
小
学
校
教
師
一
一
時
間

二
九
分
、
中
学
校
教
師
一
二
時
間
三
分
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
と

比
較
す
る
と
、
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
調
査
は
、
日
本
の
教
師
の
圧
倒
的
長
時
間
労
働
を

示
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
日
本
国
内
で
実
施
さ
れ
た
大
規
模
調
査
に
比
べ

れ
ば
、
一
時
間
か
ら
一
時
間
半
短
い
数
値
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
調
査
の
ど
れ
と
比
べ
て
も
、
教
師
の
労
働
時
間
は
、

他
職
種
平
均
よ
り
長
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

�

労
働
時
間
の
推
移
と
業
務
の
変
化

と
こ
ろ
で
、
労
働
時
間
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
労
働

時
間
の
測
定
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
比
較
が
難
し
い
。
と
い
う
の

も
、
学
校
種
は
も
ち
ろ
ん
、
繁
忙
期
と
そ
う
で
な
い
時
期
の
違
い
や
、
児
童
・

生
徒
の
指
導
に
困
難
を
抱
え
て
い
る
か
ど
う
か
、
部
活
で
の
活
躍
が
期
待
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
等
の
学
校
の
お
か
れ
た
社
会
的
文
脈
等
々
に
よ
っ
て
異
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
課
題
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
複
数
の
調
査
か

ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

ベ
ネ
ッ
セ
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
『
学
習
指
導
基
本
調
査
報
告
書
』
は
、
調
査
対

象
や
質
問
項
目
な
ど
が
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
九
九

八
年
よ
り
ほ
ぼ
三
年
お
き
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
教
員
の
労
働
時
間
の
推
移
を

み
る
う
え
で
有
用
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
小
学
校
教
師
で
は
〇

七
年
と
一
〇
年
調
査
の
間
で
「
学
校
に
い
る
時
間
」
が
一
七
分
増
加
し
て
お

り
、
中
学
校
教
師
で
は
九
七
年
か
ら
〇
七
年
の
間
に
五
〇
分
、
〇
七
年
か
ら
一

〇
年
の
間
に
一
五
分
増
加
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
今
世
紀

に
な
っ
て
か
ら
の
勤
務
時
間
の
延
長
が
目
立
つ
。

よ
り
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
見
る
な
ら
ば
、
一
九
六
六
年
に
当
時
の
文
部
省

が
実
施
し
た
『
教
員
勤
務
時
間
状
況
調
査
』
と
二
〇
〇
六
年
度
の
そ
れ
を
比
べ

る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。

六
六
年
教
員
勤
務
時
間
状
況
調
査
で
は
、
服
務
時
間
外
の
労
働
時
間
は
小
学

校
教
諭
で
は
二
時
間
三
〇
分
、
中
学
校
で
は
三
時
間
五
六
分
（
週
平
均
）
と
報

告
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
六
年
は
週
四
四
時
間
労
働
の
時
代
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
週
の
勤
務
時
間
は
、
小
学
校
教
員
は
四
六
時
間
三
〇
分
、
中
学
校
教

諭
は
四
八
時
間
五
六
分
、
一
日
に
換
算
す
れ
ば
、
小
学
校
八
時
間
二
八
分
、
中

学
校
八
時
間
五
七
分
の
勤
務
時
間
と
な
る
。
こ
の
数
値
と
比
較
す
る
と
、
〇
六

年
の
一
日
当
た
り
の
残
業
時
間
を
含
め
た
労
働
時
間
は
、
小
学
校
教
員
が
一
一

時
間
三
三
分
、
中
学
校
教
員
が
一
二
時
間
一
九
分
で
あ
り
、
一
九
六
六
年
調
査

に
比
べ
、
小
・
中
学
校
と
も
に
三
時
間
程
度
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。さ

て
、
一
九
六
六
年
と
二
〇
〇
六
年
調
査
の
比
較
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
残

業
時
間
の
変
化
と
、
勤
務
時
間
内
の
業
務
・
活
動
の
変
化
で
あ
る
。
調
査
を
ま

と
め
た
文
部
科
学
省
に
よ
る
と
、
六
六
年
の
教
師
の
勤
務
状
況
と
〇
六
年
の
教

師
の
勤
務
状
況
は
、
第
７
図
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
気
づ
く
こ
と
は
、
授
業
時
間
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
も
の
の
、
勤

務
時
間
内
の
、
各
業
務
に
従
事
す
る
時
間
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
授
業
時
間
に
大
き
な
変
化
が
な
い
こ
と
は
、
学
校
教
員
統
計
調
査
に
示
さ
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第７図 文部科学省教員勤務実態調査－１９６６年度と２００６年調査の比較
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●１９６６年度調査

残業時間

学校行事

●２００６年度調査

授 業

授 業

学校行事
授業準備
成績処理等

授業準備
成績処理等

事務的な業務
（学校経営等）

補
習
・
部
活
等

補
習
・
部
活
等

生
活
指
導
等

学
校
行
事

研
修（
校
務
）

研
修（
校
務
）

自
主
研
修

自
主
研
修

事
務
的
な
業
務

保
護
者
対
応
等

保
護
者
対
応
等

休
憩

休
憩

授
業
準
備
・

成
績
処
理
等

授
業
準
備
・
成
績
処
理
等

学
校
行
事

補
習
・
部
活
等

月
約
３４
時
間

月
約
８
時
間

児童・生徒の指導に直接的にかかわる業務

児童・生徒の指導に間接的にかかわる業務

学校の運営にかかわる業務及びその他の校務

外部対応

教員が多忙に感じていることや負担に感じている業務（太枠）
アンケート調査結果の上位の業務（平成１８年度教員意識調査）

事
務
的
な
業
務

保
護
者
対
応
等

〔備考〕２０１５年１月２０日 初等中等教育分科会チーム学校作業部会参考資料より転載。
〔出所〕「昭和４１年度教員勤務状況調査」および「平成１８年度教員勤務実態調査」、「平成１８年度教員

意識調査」。

第８図 平均週教科等担当授業時数等の推移

77年1974年 80年 83年 86年 89年 92年 95年 99年 2001年 04年 07年 10年 13年
小学校 中学校 高等学校

10

22

12

14

16

18

20

(時間)

〔出所〕 文部科学省「学校教員統計調査」（３年に一度）（政府統計 e-Sat）より作成。
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れ
た
主
教
科
等
担
任
授
業
時
数
の
推
移
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
８

図
）。
二
〇
一
三
年
で
、
小
学
校
教
師
一
八
・
八
時
間
、
中
学
校
教
師
一
四
・

九
時
間
、
高
校
教
師
一
三
・
九
時
間
と
な
っ
て
お
り
、
担
当
授
業
時
数
は
今
世

紀
に
入
っ
て
か
ら
の
数
値
に
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。

一
方
、
第
７
図
で
明
ら
か
に
よ
う
に
、
勤
務
時
間
内
の
業
務
と
し
て
は
、
生

徒
指
導
に
割
く
時
間
と
事
務
的
な
業
務
に
割
く
時
間
が
大
き
く
拡
大
し
て
お

り
、
学
校
行
事
や
授
業
準
備
に
割
く
時
間
が
縮
小
し
て
い
る
。
学
校
行
事
の
縮

小
は
、
教
師
の
多
忙
化
が
問
題
に
な
り
、
ま
た
学
校
機
能
の
肥
大
化
が
問
題
と

さ
れ
る
な
か
で
、
一
つ
の
特
効
薬
で
あ
る
よ
う
な
方
策
が
採
ら
れ
て
き
た
経
緯

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
残
業
時
間
が
四
倍
以
上
に
増
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
残
業
時
間
で
の
内
訳
で
見
る
と
、
学
校
行
事
、
授
業
準
備
、
事
務
的
な
業

務
に
関
す
る
仕
事
の
割
合
が
膨
ら
ん
で
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
教
師
の
業
務
の
な
か
で
「
生
徒
指
導
等
」「
事
務
的
な

仕
事
」
が
多
く
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
勤
務
時
間
中
に
対
応
で
き
な

く
な
っ
た
「
授
業
準
備
」
な
ど
の
業
務
が
、
そ
こ
か
ら
押
し
出
さ
れ
る
形
で
残

業
と
し
て
行
わ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
実
態
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

持
ち
帰
り
の
仕
事

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
第
７
図
に
は
欠
け
て
い
る
点
が
あ
る
。
同
図
は
学
校
に

お
け
る
勤
務
の
実
態
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
成
績
処
理
や
授
業

準
備
な
ど
の
『
持
ち
帰
り
』
の
業
務
」
は
含
ま
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

近
年
、
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
に
、
教
員
が
持
ち
帰
る
こ
と
の
で
き
る
書

類
は
限
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
〇
六
年
度
に
行
わ
れ
た
「
勤
務

実
態
調
査
」
で
は
、
小
学
校
の
場
合
、
勤
務
日
で
は
一
日
あ
た
り
三
〇
分
か
ら

五
〇
分
程
度
の
、
ま
た
、
休
日
で
は
一
時
間
半
か
ら
二
時
間
程
度
の
、
ま
た
、

中
学
校
で
は
、
勤
務
日
で
二
〇
分
程
度
、
休
日
で
一
時
間
半
か
ら
二
時
間
程
度

の
「
持
ち
帰
り
」
の
仕
事
が
あ
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
労
働
時
間
の
推
移
か
ら
は
、
教
師
の
本
務
で
あ
る

「
授
業
」
の
受
け
持
ち
時
間
で
は
な
く
、
生
徒
指
導
を
含
む
そ
の
周
辺
部
の
業

務
、
お
よ
び
事
務
的
な
業
務
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
と
い
う
現
実
が
如
実
に

示
さ
れ
て
お
り
、
教
師
の
長
時
間
労
働
が
何
に
起
因
し
て
い
る
の
か
に
対
す
る

一
つ
の
解
答
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

２

多
様
な
業
務
内
容

文
部
科
学
省
初
等
中
等
局
教
職
員
課
に
よ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
教
員
を
目
指

そ
う
！
』
で
は
、
教
員
の
仕
事
が
「
教
科
指
導
等
、
学
級
経
営
・
生
徒
指
導
、

進
路
指
導
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
、
部
活
動
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
教
科
指
導
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
指
導
計
画
の
作
成
、
教
材
研
究
、

授
業
研
究
、
学
習
評
価
」
な
ど
、
複
合
的
な
諸
活
動
の
束
か
ら
成
り
立
っ
て
お

り
、「
生
徒
指
導
」
に
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
さ
ら
に
教
員
勤
務
実

態
調
査
の
報
告
書
に
記
さ
れ
た
活
動
内
容
（
第
１５
表
参
照
）
に
お
い
て
も
見
て

取
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
主
要
な
仕
事
」
の
中
に
入
ら
な
い
雑
多
な
業
務

が
山
ほ
ど
あ
る
。

日
本
の
教
員
の
業
務
が
多
種
多
様
に
わ
た
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
学
校
が

海
外
に
比
べ
て
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
取
り
込
み
肥
大

化
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
だ
れ
が
担
う
か
が
明
確
に
決
め
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

学
校
教
育
法
第
二
一
条
で
は
、
一
〇
項
に
わ
た
っ
て
義
務
教
育
が
達
成
す
べ
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第１５表 教員の業務

朝打合せ、朝学習・朝読書の指導、朝の会、朝礼、出欠確認など

正規の授業時間に行われる教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間
の授業、試験監督など

指導案作成、教材研究・教材作成、授業打合せ、総合的な学習の時間・
体験学習の準備

正規の授業時間以外に行われる学習指導（補習指導、個別指導など）、
質問への対応、水泳指導など

成績処理にかかわる事務、試験問題作成、採点、評価、提出物の確認・
コメント記入、通知表記入、調査書作成、指導、要録作成など

正規の授業以外に行われる次のような指導：栄養指導、清掃指導、登下
校指導・安全指導、遊び指導（児童生徒とのふれ合いの時間）、健康・
保健指導（健康診断、身体測定、けが・病気の対応を含む）、生活指
導、全校集会、避難訓練など

個別の面談、進路指導・相談、生活相談、カウンセリング、課題を抱え
た児童生徒の支援など

授業に含まれないクラブ活動・部活動の指導、対外試合引率（引率の移
動時間を含む）など

児童会・生徒会指導、委員会活動の指導など

修学旅行、遠足、体育祭、文化祭、発表会、入学式・卒業式、始業式・
終業式などの学校行事、学校行事の準備など

学級活動（学活・ホームルーム）、連絡帳の記入、学年・学級通信作
成、名簿作成、掲示物作成、動植物の世話、教室環境整理、備品整理な
ど

校務分掌にかかわる業務、部下職員・初任者・教育実習生などの指導・
面談、安全点検・校内巡視、機器点検、点検立会い、校舎環境整理、日
番など

職員会議、学年会、教科会、成績会議、学校評議会、その他教員同士の
打合せ・情報交換、業務関連の相談、会議・打合せの準備など

業務日誌作成、資料・文書（調査統計、校長・教育委員会等への報告
書、学校運営にかかわる業務、予算・費用処理にかかわる書類など）の
作成、年度末・学期末の部下職員評価、自己目標設定など

校内研修、校内の勉強会、研究会、授業見学、学年研究会など

学級懇談会、保護者会、保護者との面談や電話連絡、保護者応対、家庭
訪問、ＰＴＡ関連活動、ボランティア対応など

町内会・地域住民への対応・会議、地域安全活動（巡回・見回りな
ど）、地域への協力活動など

教育委員会関係者、保護者・地域住民以外の学校関係者、来校者（業
者、校医など）の対応など

初任者研修、校務としての研修、出張をともなう研修など

校外での会議・打合せ、出張をともなう会議など

上記に分類できないその他の校務、勤務時間内に生じた移動時間など

校務と関係のない雑談、休憩、休息など

〔出所〕 文部科学省初等中等教育企画課「学校や教職員の現状について」（２０１５年１月２０日）。

ａ朝の業務

ｂ授業

ｃ授業準備

ｄ学習指導

ｅ成績処理

ｆ生徒指導（集団）

ｇ生徒指導（個別）

ｈ部活動・クラブ活動

ｉ児童会・生徒会指導

ｊ学校行事

ｋ学年・学級経営

ｌ学校経営

ｍ会議・打合せ

ｎ事務・報告書作成

ｏ校内研修

ｐ保護者・ＰＴＡ対応

ｑ地域対応

ｒ行政・関係団体対応

ｓ校務としての研修

ｔ会議

ｕその他の校務

ｖ休憩・休息

児
童
生
徒
の
指
導
に
か
か
わ
る
業
務

学
校
の
運
営
に
か
か
わ
る
業
務

外
部
対
応

校
外

そ
の
他
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学校運営連絡協議会 企画調整会議

職 員 会 議

経営企画課（室）長

進
路
指
導
部

経
営
企
画
室

生
活
指
導
部

各
教
科

各
学
科

各
学
年
（
各
学
部
）

各
教
科
会 各

部
活
動

各
委
員
会

○
○
部

保
健
部

教
務
部

副　校　長

校　　長

主幹教諭 主幹教諭 指導教諭

き
目
標
が
、
第
五
一
条
で
は
高
等
学
校
で
の
目
的
が
三
項
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
内
容
は
包
括
的
で
あ
る
。
海
外
で
は
単
に
昼
食
の
時
間
で
あ
っ
て
も
、
日

本
で
は
「
給
食
の
時
間
」
と
「
給
食
指
導
」
に
変
換
さ
れ
る
よ
う
に
、
清
掃
指

導
、
校
門
指
導
（
生
活
指
導
）
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
児
童
・
生
徒
の
様
々
な

活
動
が
、
よ
り
よ
き
も
の
を
め
ざ
し
た
徳
育
と
し
て
、
指
導
の
対
象
に
な
っ
て

く
る
。
ま
た
、
学
校
行
事
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
「
他
者
と
協
力
す
る
こ
と
を

学
ぶ
」、「
役
割
を
遂
行
す
る
態
度
を
養
う
」
等
々
の
教
育
的
な
意
味
が
付
与
さ

れ
、
そ
の
た
め
に
教
師
は
指
導
の
計
画
を
立
て
、
実
施
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ

ら
に
、
近
年
、
社
会
の
変
化
に
伴
っ
て
「
金
融
教
育
」、「
政
治
教
育
」、「
消
費

者
教
育
」、「
食
育
」、「
環
境
教
育
」
等
々
を
学
校
に
取
り
込
む
必
要
性
を
、
金

融
庁
、
文
部
科
学
省
、
消
費
者
庁
な
ど
が
主
張
し
て
い
る
。
多
く
の
場
合
、
こ

の
よ
う
な
要
求
は
部
分
的
に
で
は
あ
れ
学
校
教
育
の
な
か
に
「
加
算
的
」
に
取

り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
学
校
が
教
育
す
べ
き
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
さ

ら
に
拡
張
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
学
校
に
委
ね
ら
れ
る
教
育
活
動
が
膨
れ
上
が
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
だ
れ
が
担
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
非
常
に
あ
い
ま
い

で
あ
る
。
学
校
の
運
営
に
必
要
な
活
動
の
す
べ
て
は
校
務
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

学
校
教
育
法
第
三
七
条
第
四
項
は
、「
校
長
は
、
校
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
所
属

職
員
を
監
督
す
る
」
と
校
長
の
役
割
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
学

校
教
育
法
施
行
規
則
第
二
二
条
の
二
で
は
「
小
学
校
に
お
い
て
は
、
調
和
の
と

れ
た
学
校
運
営
が
行
わ
れ
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
校
務
分
掌
の
仕
組
み
を
整
え

る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
、
地
方
公
務
員
法
第
三
二
条
の
法
令
等
お
よ
び

上
司
の
職
務
上
の
命
令
に
従
う
義
務
に
よ
り
、
職
員
は
上
司
の
職
務
上
の
命
令

に
忠
実
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
教
員
は
校
長
の

職
務
命
令
に
よ
っ
て
、
そ
の
校
務
を
分
掌
す
る
こ
と
に
な
り
、
中
学
校
、
高
校

に
も
こ
の
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
る
。
膨
れ
上
が
っ
た
学
校
の
校
務
は
、
教
師

へ
の
分
掌
を
基
本
と
し
、
多
様
な
業
務
を
教
師
が
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根

拠
と
も
な
っ
て
い
る
。

校
務
分
掌
組
織
図
の
一
例
が
第
９
図
で
あ
る
が
、
教
員
は
こ
う
し
た
校
務
を

複
数
担
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
、
学
校
で
行
わ
れ
る
べ
き
活
動
は
学
校

第９図 校務分掌組織図

〔出所〕「都立学校管理運営規定（標準規定）平成２６年版」より転載。
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規
模
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
ら
な
い
の
で
、
学
校
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
、
教
員

の
担
当
分
掌
は
多
く
な
る
実
態
が
あ
る
。
第
１５
表
で
示
さ
れ
て
い
る
「
学
校
の

運
営
に
か
か
わ
る
業
務
（
学
校
経
営
）」
の
項
目
は
、
こ
の
校
務
分
掌
の
活
動

も
含
ま
れ
て
い
る
。

３

教
員
労
働
の
特
殊
性
―
―
複
線
的
・
同
時
並
行
的
活
動

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
多
岐
に
わ
た
る
業
務
を
、
教
師
は
ど
の
よ
う
に
こ
な

し
て
い
る
の
か
。
教
師
の
業
務
の
こ
な
し
方
に
も
、
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
教

師
の
実
際
の
活
動
は
、
前
掲
の
第
１５
表
か
ら
は
、
な
か
な
か
想
像
で
き
な
い
。

す
で
に
、
二
〇
年
近
く
前
に
な
る
が
、
東
京
大
学
の
藤
田
英
典
教
授
（
当

時
）
を
中
心
と
し
て
、
教
師
の
仕
事
と
文
化
に
関
す
る
実
証
研
究
の
チ
ー
ム
が

編
成
さ
れ
、
複
数
の
小
・
中
学
校
で
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
調
査
が
実
施
さ
れ

た
。
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
調
査
と
は
、
文
化
人
類
学
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
調
査

法
で
あ
る
が
、
調
査
者
が
被
験
者
の
生
活
に
長
く
密
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

被
験
者
の
行
動
パ
タ
ー
ン
や
、
そ
の
意
味
、
文
化
等
に
つ
い
て
、
構
造
的
に
明

ら
か
に
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
を
用
い
て
、
藤
田
の
チ
ー
ム

は
、
長
期
に
わ
た
る
学
校
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
実
施
し
、
調
査
対
象
校
の
教

師
に
一
日
随
行
し
、
教
師
が
何
時
に
ど
こ
に
い
て
誰
と
何
を
し
て
い
た
の
か
、

そ
の
時
の
会
話
は
誰
が
相
手
で
、
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
時
の

教
師
の
表
情
や
態
度
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
、
等
々
に
わ
た
っ
て
記
録

し
分
析
し
た
（「
教
師
の
仕
事
と
教
師
文
化
に
関
す
る
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
研

究
―
―
そ
の
研
究
枠
組
み
と
若
干
の
実
証
的
考
察
」
一
九
九
五
年
一
二
月
『
東

京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
紀
要
』）。

そ
の
結
果
の
一
部
を
示
し
た
も
の
が
、
第
１６
表
（
Ｄ
中
学
校
二
年
担
任
の
教

第１６表 中学校教師の１日の活動
（付表３に対応している）

１時間
平均

４．９

１０．６

４．７

４．１

４

４．３

３．６

〔出所〕「教師の仕事と教師文化に関するエスノグラフィ的研究」『東京大学大学院教育研究科紀要』
第３５巻（１９９５年）４３頁より転載。

合計

４４

９５

４２

３７

３６

３９

３２

２．３０―
４．３０

（２時間）

８

１２

５

４／１２

２／１２

６／１２

３／６

１．３０―
２．３０

３

５

１

０／５

１／５

３／５

０／３

Ｄ中学校【２年担任；１９９５／１／２３】

１２．３０―
１．３０

７

１４

６

２／１４

０／１４

４／１４

４／４

１１．３０―
１２．３０

４

２１

９

１０／２１

１６／２１

８／２１

７／８

１０．３０―
１１．３０

８

１１

６

４／１１

４／１１

４／１１

４／４

９．３０―
１０．３０

４

７

４

１／７

０／７

５／７

５／５

８．３０―
９．３０

４

６

３

３／６

０／６

１／６

１／１

表２ｂ

７．３０―
８．３０

６

１９

８

６／１９

１３／１９

８／１９

８／８

場所

項目

シークエンス

単独のワーク

机でのワーク

教師間ワーク

同学年教師間ワーク
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師
の
仕
事
）
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
教
師
の
仕
事
の
実
態
を
読
み
解
い
て
い

こ
う
。
表
に
示
す
ワ
ー
ク
・
項
目
と
は
、
識
別
可
能
で
、
社
会
的
に
有
意
味
な

一
連
の
活
動
・
出
来
事
の
内
容
を
示
す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
教
師
は
七
時
三
〇

分
か
ら
八
時
三
〇
分
ま
で
の
間
に
、
学
校
内
の
六
ヵ
所
に
立
ち
現
れ
、
一
九
の

異
な
る
活
動
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
記
録
さ
れ
た
一
九
の
活
動
の
う
ち
の
六
つ

は
単
独
で
行
わ
れ
、
八
つ
は
、
同
僚
の
教
師
と
の
間
で
行
わ
れ
て
お
り
、
ま

た
、
こ
の
と
き
、
相
手
の
同
僚
教
師
は
、
同
学
年
の
教
師
で
あ
る
こ
と
が
見
て

取
れ
る
（
八
／
八
）。
さ
ら
に
、
活
動
の
大
半
（
一
三
／
一
九
）
は
、
机
に
座

っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
一
日
を
見
た
と
き
、
教
師
の
九
五
の
活
動
の
う
ち
、

机
に
座
っ
て
行
わ
れ
る
活
動
は
三
六
と
な
り
、
教
師
の
仕
事
は
案
外
立
ち
仕
事

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

教
師
は
教
室
で
生
徒
に
向
か
っ
て
授
業
を
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的

な
教
師
の
仕
事
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
教
師
は
授
業
以
外
に
多
様
な
活
動
に

従
事
し
て
お
り
、
と
く
に
、
始
業
時
間
前
、
昼
休
み
、
放
課
後
に
は
そ
れ
が
顕

著
で
あ
り
、
ま
た
、
同
僚
と
の
協
働
関
係
の
な
か
で
、
あ
ち
こ
ち
と
せ
わ
し
な

く
立
ち
働
い
て
い
る
様
子
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
こ
で
と
く
に
重
要
な
こ
と
は
、「
シ
ー
ク
エ
ン
ス
」
が
８
と
い
う

数
値
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ー
ク
エ
ン
ス
と
は
、
こ
の
一
九
の
仕
事

の
う
ち
、
途
中
で
中
断
さ
れ
、
そ
の
後
、
ど
こ
か
で
再
開
さ
れ
た
活
動
を
指

す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
一
時
間
の
う
ち
に
一
九
種
類
の
活
動
を
し
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
の
半
分
近
く
は
、
こ
の
時
間
内
に
終
わ
ら
ず
、
持
ち
越
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
教
師
の
日
常
は
多
様
な
活
動
が
入
り
込
み
並
行
し
て
展
開
し
て
お
り
一
つ

の
活
動
が
途
中
で
中
断
す
る
こ
と
も
頻
繁
に
起
こ
る
」
と
、
こ
れ
を
分
析
し
た

秋
葉
昌
樹
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
教
師
の
仕
事
の
「
複
線
的
活
動
と
同

時
並
行
性
」
を
も
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
教
師
は
、
複
数
の
業
務
を
同
時

並
行
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
前
掲
「
教
師
の
仕
事
と
教
師
文
化
に

関
す
る
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
研
究
―
―
そ
の
研
究
枠
組
み
と
若
干
の
実
証
的
考

察
」）。

さ
ら
に
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
な
か
で
は
、「
予
期
せ
ぬ
出
来
事
」
に
頻

繁
に
見
舞
わ
れ
る
と
い
う
実
態
も
示
さ
れ
た
。
複
線
的
・
同
時
並
行
的
な
業
務

遂
行
の
な
か
で
、
児
童
・
生
徒
の
欠
席
の
連
絡
や
、
保
護
者
か
ら
の
電
話
・
訪

問
、
生
徒
同
士
の
け
ん
か
な
ど
、
業
務
と
し
て
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事

態
が
頻
出
す
る
こ
と
が
「
常
態
」
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
活
動
の
特
徴
を
例
え
る
な
ら
ば
、「
お
母
さ
ん
の
仕
事＝

家
事
労

働
」
に
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
洗
濯
機
を
回
し
な
が
ら
掃
除
を
し
、
頭
の
中

で
は
今
日
の
夕
食
の
献
立
や
買
い
物
の
リ
ス
ト
を
描
い
て
い
る
、
そ
ん
な
時
に

泣
き
出
し
た
子
ど
も
を
あ
や
し
に
行
く
等
々
と
い
う
よ
う
な
活
動
が
、
ま
さ
し

く
学
校
の
教
師
の
活
動
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
教
師
の
複
線
性
・
同
時
並
行
性
と
い
う
仕
事
の
特

徴
を
理
解
し
て
い
な
い
新
任
教
員
は
、
処
理
手
順
の
歯
車
が
狂
う
と
「
ど
う
し

て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
状
況
に
陥
り
や
す
い
。
前
述
し
た
エ
ス
ノ
グ

ラ
フ
ィ
ー
調
査
で
は
、「
…
…
疲
れ
ち
ゃ
っ
た
。
や
ん
な
い
と
い
け
な
い
。
や

ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
す
ぎ
て
、
何
を
や
っ
た
ら
い
の
か

わ
か
ん
な
い
…
…
」（
一
九
九
四
年
一
〇
月
二
二
日
記
録
、
二
〇
歳
代
前
半
女

性
教
師
）
と
、
そ
う
し
た
新
任
教
員
の
独
り
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

近
年
、
タ
イ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
こ

の
よ
う
な
教
師
の
活
動
の
実
態
と
関
係
が
あ
る
。

複
線
的
・
同
時
並
行
的
に
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
状
態
で
、
教
師
の
業
務
自

体
が
増
え
て
い
く
な
ら
ば
、「
労
働
密
度
」
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
追
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い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
次
々
に
異
な
る
課
題
を
処
理
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ず
、

さ
ら
に
そ
の
課
題
が
今
こ
こ
で
解
決
で
き
る
も
の
ば
か
り
で
な
い
な
ら
ば
、
教

師
は
常
に
心
に
引
っ
掛
か
る
別
の
仕
事
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は

ま
た
神
経
を
す
り
減
ら
す
ほ
ど
の
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
こ
で
は
単
に
多

忙
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
多
忙
感＝

疲
弊
感
を
伴
う
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
れ

が
病
気
休
職
増
加
の
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

４

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
、
感
情
労
働
者
と
し
て
の
教
師

複
線
的
活
動
と
同
時
並
行
性
と
い
う
特
徴
は
、「
お
母
さ
ん
の
仕
事
」
に
似

て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、
類
似
す
る
点
は
そ
う
し
た
活
動
の
特
徴
ば
か
り
で
は

な
い
。
気
を
配
れ
ば
配
る
ほ
ど
、
活
動
の
領
域
は
延
長
さ
れ
、
無
限
定
・
無
境

界
性
が
強
ま
っ
て
い
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
き
わ
め
て
類
似
性
が
高
い
。
食

事
を
用
意
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
栄
養
に
偏
り
が
な
い
よ
う
に
、
嫌
い
な
食
材

も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
食
事
の
時
間
が
団
欒
の
時
間
に
な
る
よ
う

に
等
々
と
、
配
慮
す
る
点
は
際
限
な
く
生
ま
れ
る
。
ま
た
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で

仕
事
を
処
理
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
ず
、
世
話
を
す
る
人
の
状
態
に
沿
っ
て
、

常
に
仕
事
の
ペ
ー
ス
は
乱
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
全
体
に
も

つ
な
が
る
議
論
と
も
な
る
だ
ろ
う
。「
相
手
に
気
を
配
る
」
こ
と
が
ケ
ア
ワ
ー

ク
の
中
心
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
労
働
の
質
を
高
め
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
仕
事

の
無
境
界
性
、
無
限
定
性
へ
と
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
ケ
ア
ワ
ー
ク
が
「
労
使
関
係
」
の
な
か

に
投
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ア
と
い
う
対
人
関
係
の
あ
り
方

が
、
労
働
の
対
価
を
支
払
う
関
係
の
な
か
に
投
入
さ
れ
る
と
、
重
大
な
問
題
が

現
出
し
て
く
る
。
と
り
わ
け
、
教
師
に
と
っ
て
は
そ
の
影
響
が
大
き
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
生
産
工
程
労
働
者
等
と
の
比
較
を
踏
ま
え
な
が
ら
検
討
し
て
み

た
い
。

巻
頭
色
刷
り
第
７
図
に
見
る
よ
う
に
、
生
産
工
程
従
事
者
は
、
自
分
が
頑
張

れ
ば
、
そ
の
結
果
が
業
績
と
な
っ
て
現
れ
、
雇
用
者
に
そ
れ
を
評
価
さ
れ
る
。

一
方
、
多
く
の
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
す
る
人
々
は
、
自
分
が
頑
張
っ
て
も
、
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
が
そ
れ
を
適
切
だ
と
判
断
し
な
い
限
り
、
頑
張
り
は
主
観
的
な
も

の
に
と
ど
ま
り
、
結
果
と
し
て
雇
用
者
か
ら
の
評
価
は
高
い
も
の
に
は
な
ら
な

い
。ホ

ッ
ク
シ
ー
ル
ド
は
、「
表
層
演
技
」、「
深
層
演
技
」
に
よ
り
感
情
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
表
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
手
の
側
の
「
心
地
よ
い
」
と
い
う
感

情
に
働
き
か
け
、
当
該
の
航
空
会
社
の
利
用
率
が
向
上
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
ア

メ
リ
カ
Ｃ
Ａ
の
労
働
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
自
分
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
い
評
価
を
受
け
取
る
と
い
う
労
働
の
あ
り
方
は
、
単
に

「
労
働
力
」
の
み
を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
感
情
ま
で
を
も
労
働
過

程
に
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
近
年
の
産
業
・
労
働
状
況
、
と
く
に
サ

ー
ビ
ス
業
の
労
働
課
題
を
示
し
た
点
で
意
義
深
い
。

ケ
ア
ワ
ー
ク
も
ま
た
、
こ
う
し
た
労
働
特
性
を
持
つ
。
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
は
、

「
表
層
演
技
」、「
深
層
演
技
」
を
交
え
な
が
ら
、
心
を
配
っ
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

の
支
援
に
向
か
う
。
こ
の
と
き
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
そ
の
支
援
に
満
足
を
示

し
、
リ
ハ
ビ
リ
が
う
ま
く
い
く
と
か
、
病
気
か
ら
の
回
復
が
思
っ
た
よ
う
に
進

む
な
ど
の
効
果
を
示
せ
ば
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
も
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
も
、
そ
し
て
ケ

ア
ワ
ー
カ
ー
の
雇
用
者
も
、
そ
れ
を
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
ケ
ア

ワ
ー
カ
ー
の
援
助
は
常
に
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
状
況
の
改
善
に
つ
な
が
る
と
は
限

ら
な
い
。
ケ
ア
ワ
ー
ク
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
満
足
が
高
ま
る
だ
け
で
は
な

く
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
や
っ
と
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
や
雇
用
者
か
ら
の
評
価
を
得
ら
れ
る
の
で
あ

る
。教

師
の
仕
事
は
、
こ
う
し
た
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
類
似
し
た
側
面
も
含
む
も
の

の
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
内
容
を
持
つ
。
教
師
が
、「
表
層
演
技
」、「
深
層

演
技
」
を
駆
使
し
て
、
児
童
・
生
徒
に
心
地
よ
い
雰
囲
気
を
与
え
、
児
童
・
生

徒
が
満
足
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
児
童
・
生
徒
が
実

際
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
上
げ
な
け
れ
ば
、
教
師
は
高
く
評
価
さ
れ
な
い
。
こ

こ
ま
で
は
、
他
の
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
似
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
重
要
な
の
は
、

教
師
の
働
き
か
け
と
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
が
、
介
護
者
と
被
介
護
者
、
看
護
婦
と

患
者
の
よ
う
に
一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
宿
題

を
た
く
さ
ん
出
す
」、「
自
分
に
と
っ
て
関
心
の
な
い
こ
と
を
学
ぶ
よ
う
押
し
付

け
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
子
ど
も
か
ら
み
れ
ば
「
援
助
」
と
は
言
え
な
い

理
不
尽
な
指
示
が
、
教
師
―
生
徒
関
係
に
は
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
子
ど
も
か

ら
は
必
ず
し
も
喜
ば
れ
な
い
活
動
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
子
ど
も
が

そ
れ
を
「
い
や
だ
」
と
思
わ
な
い
よ
う
に
様
々
な
技
術
や
感
情
を
駆
使
し
て
誘

い
、
子
ど
も
が
関
心
を
持
つ
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た
活
動
の
質
は
、
他
の
職
業
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
子

ど
も
が
教
師
と
同
じ
よ
う
な
夢
を
持
ち
、
そ
の
意
味
で
先
立
で
あ
る
教
師
に
信

頼
を
置
い
て
い
る
社
会
・
時
代
で
あ
る
な
ら
ば
別
で
あ
る
が
、「
学
ぶ
こ
と
の

意
味
が
分
か
ら
な
い
」、「
学
校
に
行
く
意
味
が
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な

子
ど
も
が
増
加
す
る
な
か
で
、
昔
と
同
じ
よ
う
な
学
び
の
ラ
イ
ン
に
立
た
せ
る

こ
と
自
体
、
困
難
を
極
め
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
教
師
の
仕
事
の
特
徴
は
、「
不
確
実
性
」
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
き

た
。
卒
業
生
か
ら
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
教
師
と
し
て
の
醍
醐
味

だ
と
い
う
話
が
よ
く
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
見
る
よ
う
に
、
労
働
の
結
果
は
、
即

座
に
可
視
化
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
状
況
が

近
年
の
社
会
変
化
の
な
か
で
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
。
教
師
の
仕
事
の
成
果
は

す
ぐ
に
は
出
な
い
、
と
か
、「
不
確
実
性
」
に
特
徴
が
あ
る
な
ど
と
言
っ
て
は

い
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｍ
（
ニ
ュ
ー
パ
ブ
リ
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）

の
考
え
方
が
導
入
さ
れ
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
求
め
ら
れ
る
時
代
に
は
、

目
標
を
明
確
に
設
定
し
、
た
と
え
ば
学
力
テ
ス
ト
の
結
果
等
で
、
目
標
に
沿
っ

た
成
果
を
一
定
期
間
内
で
示
す
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

子
ど
も
が
学
ぶ
姿
勢
を
持
ち
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
す
よ
う
に
、
教
師
も

自
分
の
感
情
を
も
含
め
て
、
そ
れ
こ
そ
全
身
全
霊
で
活
動
に
邁
進
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
外
側
の
基
準
に
沿
っ
た
結
果
を
年
度
ご
と
に
示

さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
近
年
、
社
会
変
化
や
教
育
改
革
の
な
か
で
、
教
師

の
業
務
遂
行
の
質
が
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、「
教
育
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
新

し
い
潮
流
が
教
師
を
苦
し
め
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

５

ま

と

め

教
師
の
ス
ト
レ
ス
や
多
忙
を
考
え
る
と
き
、
日
本
社
会
の
風
土
で
あ
る
と
は

い
え
、
教
師
の
長
時
間
労
働
は
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
早
急
に
解
決
さ

れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。
そ
の
際
、
教
師
に
ス
ー
パ
ー
マ
ン
に
な
れ
と
い
う
よ

う
な
方
策
は
荒
唐
無
稽
で
あ
り
、
教
師
の
労
働
の
特
徴
を
十
分
に
理
解
す
る
必

要
が
あ
る
。

他
の
解
決
策
、
た
と
え
ば
学
校
機
能
の
単
純
な
削
減
は
、
多
様
な
教
育
機
会

を
提
供
で
き
な
い
家
庭
の
子
ど
も
に
不
利
益
を
招
く
危
険
性
も
あ
り
、
別
の
問

題
を
生
む
可
能
性
が
あ
る
。
長
時
間
労
働
や
多
忙
の
解
決
に
は
、
教
員
の
増
員

を
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
根
底
に
は
財
政
的
な
問
題
が
存
在
す
る
。
ま
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た
、
教
師
を
本
来
の
業
務
に
専
念
さ
せ
る
た
め
に
次
善
策
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
ス
タ
ッ
フ
の
増
員
は
、
教
員
の
活
動
の
あ
り
方
を
見
た
と
き
、
逆
に
情
報

の
共
有
や
打
ち
合
わ
せ
等
に
新
た
に
時
間
を
割
く
必
要
を
生
み
、
長
時
間
労
働

の
縮
減
に
ど
の
程
度
寄
与
す
る
か
、
楽
観
は
で
き
な
い
。
い
ず
れ
も
、
一
つ
の

解
決
策
が
別
の
問
題
を
生
む
危
険
性
が
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
長
時
間
労
働
や
多
忙
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
疲
弊
を
生
み
出

し
て
き
た
「
教
育
に
と
っ
て
無
意
味
な
」
改
革
を
緩
和
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
何

よ
り
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、「
子
ど
も
の
た
め
」
と
い
う

一
言
で
「
頑
張
っ
て
し
ま
う
」
教
師
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
教
員
の
な
か
に
労

働
時
間
概
念
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
教
師
自
ら
が
、
主
体
的
に
こ
う
し
た
状
況

に
対
処
し
う
る
「
労
働
者
」
意
識
を
持
つ
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

第
四
章

教
員
の
給
与
を
め
ぐ
る
諸
問
題

１

教
員
給
与
の
実
態

教
師
に
は
長
時
間
で
過
酷
な
労
働
に
ふ
さ
わ
し
い
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

教
員
の
給
与
は
、
給
料
と
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
な
ど
の
諸
手

当
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
た
だ
し
教
員
に
は
、
他
の
公
務
員
に
は
見
ら
れ
な
い

特
徴
が
あ
る
。
一
つ
は
、
人
材
確
保
法
案
（「
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上

の
た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
一
九
七
四
年
）
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

で
あ
る
。
戦
後
初
期
か
ら
七
〇
年
ご
ろ
ま
で
、
教
員
の
給
与
等
労
働
条
件
の
劣

悪
さ
か
ら
、
人
材
が
民
間
に
流
れ
、
教
員
に
優
れ
た
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
が

難
し
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
義
務
教
育
水
準
の
維
持
向
上
を
図
る
目
的

で
、
七
四
年
よ
り
人
材
確
保
法
案
が
施
行
さ
れ
、
義
務
教
育
学
校
の
教
員
を
一

般
の
公
務
員
・
行
政
職
よ
り
も
優
遇
す
る
措
置
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

号
給
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
給
料
の
約
三
・
八
％
程
度
の
定
額
が
支
給
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
施
行
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
、
教
員
の
給
与
は

一
般
行
政
職
よ
り
も
幾
分
高
く
な
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
教
職
調
整
額
で
あ
る
。
教
師
の
仕
事
は
「
無
境
界
性
・
無
限

定
性
」
の
特
徴
を
持
つ
た
め
に
、
勤
務
時
間
管
理
が
な
じ
ま
な
い
と
み
な
さ

れ
、
時
間
外
手
当
を
支
給
し
な
い
代
わ
り
に
、
教
員
の
職
務
と
勤
務
態
様
の
特

殊
性
を
鑑
み
て
、
一
律
に
基
本
給
の
四
％
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
、
教
員
の
給
与
は
同
年
齢
の
公
務
員
行
政
職
に
比
べ
れ
ば
優
遇
さ
れ

て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
所
以
で
あ
り
、
ま
た
、
昨
今
の
「
教
職
調
整
額
」
や

「
人
材
確
保
法
案
」
の
撤
廃
の
根
拠
に
さ
れ
て
い
る
。
第
１０
図
は
、
中
教
審
答

申
の
な
か
で
、
教
員
給
与
の
優
位
性
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
教
員
給
与
の
優
位
性
は
、
教
員
の
実
感
と
は
大
き
く
異

な
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
た
め
に
、
ま
ず
は
、
近
年
の
教
員
給
与
の
推

移
を
見
て
お
き
た
い
。
学
校
教
員
統
計
調
査
か
ら
、
教
員
給
与
の
推
移
を
見
た

も
の
が
第
１１
図
で
あ
り
、
ど
の
校
種
に
つ
い
て
も
、
近
年
の
給
与
額
の
落
ち
込

み
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
の
数
値
は
、
各
年
の
母
集
団
の
勤
続
年
数
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
お
ら

ず
、
男
女
合
計
平
均
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
推
移
を
見
る
に
は
正
確
で
は
な
い

と
い
う
指
摘
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
統
計
に
は
、
勤
務
年
数
の
平

均
も
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
勤
務
年
数
に
近
似
の
年
度
が
あ
れ
ば
、
推
移
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本　給
358,399円

本　給
374,495円

教職
調整額
14,322円

29,788円　7.26％

義務教育等
教員特別手当
義務教育等
教員特別手当
義務教育等
教員特別手当
義務教育等
教員特別手当

職務給
的手当
7,931円

能率給的手当
11円

11,323円
2.76％

時間外勤務手当
28,944円

職務給的
手当
10,892円

能率
給的
手当
893円

（2001～2005年度における 5年間平均ベース）

※一般行政職、教員ともに平均年齢42歳（大卒）とした場合の平均給与月額
教員の優遇分

一般行政職　給与月額　399,128円

教員　給与月額　410,451円

（16,096円） 13,692円

1995年 14年

小学校 中学校 高等学校

28

40

30

32

34

36

38

98年 2001年 04年 07年 10年

(万円)

に
つ
い
て
の
お
お
よ
そ
の
考
察
は
可
能
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
小
学
校
の
場
合
、
二
〇
一
〇
年
度
の
給
与
平
均

は
三
四
・
九
万
円
で
あ
り
、
教
員
の
勤
務
年
数
平
均
は

一
九
・
六
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
二
〇
〇
一
年
度
の
勤

続
年
数
一
九
・
七
年
に
近
い
の
で
、
そ
の
年
の
給
与
を

見
る
と
三
八
・
九
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
月
額
に
し
て

四
万
円
程
度
の
減
収
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
中
学

校
で
は
二
〇
一
四
年
と
二
〇
〇
四
年
で
勤
務
年
数
平
均

が
一
八
・
七
年
と
同
じ
で
あ
る
の
で
、
そ
の
給
与
を
比

較
す
る
と
、
こ
こ
で
も
ほ
ぼ
四
万
円
の
減
収
、
ま
た
高

等
学
校
で
は
、
勤
務
年
数
平
均
二
〇
・
二
年
が
二
〇
一

四
年
と
一
九
九
五
年
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
二

〇
年
と
い
う
年
月
の
開
き
が
あ
る
が
、
三
万
円
程
度
の

減
収
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
近
年
の
給
与
の
減

少
は
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
、
教
員
給
与
を
他
職
と
比
較
し
て
み
た
い
。
は

た
し
て
そ
れ
は
、
財
務
省
・
文
科
省
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、
教
員
給
与
が
恵
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う

か
。第

１７
表
は
、
学
歴
別
・
性
別
の
賃
金
を
抜
き
出
し
た

も
の
で
あ
る
。
教
員
賃
金
は
、
教
員
基
本
統
計
に
よ

り
、
民
間
賃
金
は
厚
生
労
働
省
の
賃
金
構
造
基
本
統
計

調
査
か
ら
抜
粋
し
た
。
教
員
賃
金
は
勤
続
年
数
が
だ
い

た
い
一
九
年
前
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
賃
金
構

造
基
本
統
計
調
査
で
は
、
男
女
と
も
四
〇
歳
か
ら
四
四

第１０図 一般行政職と教員の給与比較

〔出所〕「今後の教員給与の在り方について」（答申）平成１９年中央教育審議会答申より転載。

第１１図 教員給与（月額）の推移

〔出所〕 文部科学省「学校教員統計調査」（３年に一度）（政府統計 e-Stat）より作成。
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歳
の
賃
金
を
比
較
し
て
い
る
。

同
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
卒
で
あ
る
な
ら
ば
、
男
女
と
も
、
教
員
よ

り
も
民
間
企
業
に
勤
務
す
る
方
が
賃
金
は
高
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教

員
の
給
与
が
恵
ま
れ
て
い
る
と
い
う
言
説
が
広
ま
っ
て
い
る
の
は
、
比
較
す
る

際
に
、
学
歴
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
な
い
こ
と
、
賃
金
平
均
を
引
き
下
げ
て

い
る
女
性
の
低
賃
金
を
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
る
「
数
字
の
マ
ジ
ッ

ク
」
だ
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
こ
れ
を
地
域
別
に
み
る
と
、
異
な
っ
た
姿
が
現
れ
て
く
る
。
第
１８

表
は
、
舞
田
敏
彦
が
作
成
し
た
県
別
教
員
給
与
（
男
性
）
を
、
大
卒
男
性
労
働

者
の
賃
金
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
（
舞
田
敏
彦
「
デ
ー
タ
え
っ
せ
い
」）。
表

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
東
北
や
九
州
、
中
国
・
四
国
の
各
県
で
は
教
員
給
与

は
民
間
に
比
べ
て
比
較
的
恵
ま
れ
て
い
る
が
、
三
大
都
市
圏
や
札
幌
、
仙
台
、

（単位：千円）

民間
中卒

３０７

２１６．７

〔出所〕「教員基本統計」「賃金構造基本統計調査」。

第１８表 県別 教員給与と民間比較
公立学校の男性教員の平均月給
（大卒男性＝１．０とした指数）

大卒男性
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００

＊諸手当を含まない本俸の比較。
〔出所〕 舞田敏彦「データえっせい」より転載。

高卒

３３６．２

２６６．４

第１７表 学歴別・性別賃金（２０１４年）

高 校
１．０４
１．１８
１．１６
１．０４
１．１５
１．１３
１．０５
０．９５
０．９５
０．９８
０．９３
０．９４
０．７６
０．８５
１．１４
１．０１
０．９９
１．０２
０．９７
１．００
１．０２
０．９８
０．９４
０．９４
０．９５
０．９１
０．８６
０．９８
０．９６
１．０１
１．１３
１．０７
１．０３
１．０１
１．０８
１．０２
１．０９
１．０３
１．０６
０．９６
１．１１
１．０４
１．０４
１．０８
１．１４
１．０４
１．１０
０．９２

大卒

４２９．２

３２９．５

中学校
１．００
１．１７
１．１６
０．９８
１．１６
１．１０
１．１０
０．９３
０．９２
０．９６
０．８９
０．８７
０．７３
０．７６
１．１０
０．９５
０．９６
０．９６
０．９５
０．９６
０．９８
０．９３
０．８５
０．９２
０．８９
０．８４
０．７９
０．９３
０．９２
０．９９
１．１１
１．１１
０．９９
０．９４
１．０７
１．０３
１．０７
１．０２
１．０５
０．９３
１．１０
１．０５
１．０５
１．０４
１．１６
１．０３
１．１４
０．８９

教員

３５１．３
３５１
３６６．２
３１９．２
３１９．３
３２６．５

小学校
１．０１
１．２１
１．２０
１．０４
１．１８
１．１６
１．１３
１．００
０．９５
０．９９
０．８６
０．８４
０．６９
０．７２
１．１１
０．９５
０．９３
１．００
０．９７
０．９９
１．０１
０．９４
０．８９
０．９４
０．８８
０．８１
０．７５
０．９３
０．８９
１．０１
１．１１
１．１３
０．９８
０．９２
１．０７
１．０５
１．０４
１．０４
１．０９
０．９２
１．１３
１．０９
１．０８
１．０６
１．２０
１．０７
１．１１
０．８９

小学校
中学校
高 校
小学校
中学校
高 校

北 海 道
青 森 県
岩 手 県
宮 城 県
秋 田 県
山 形 県
福 島 県
茨 城 県
栃 木 県
群 馬 県
埼 玉 県
千 葉 県
東 京 県
神 奈 川 県
新 潟 県
富 山 県
石 川 県
福 井 県
山 梨 県
長 野 県
岐 阜 県
静 岡 県
愛 知 県
三 重 県
滋 県 賀
京 都 府
大 阪 府
兵 庫 県
奈 良 県
和 歌 山 県
鳥 取 県
島 根 県
岡 山 県
広 島 県
山 口 県
徳 島 県
香 川 県
愛 媛 県
高 知 県
福 岡 県
佐 賀 県
長 崎 県
熊 本 県
大 県 分
宮 崎 県
鹿 児 島 県
沖 縄 県
全 国

男 性

女 性
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広
島
、
福
岡
な
ど
の
よ
う
な
政
令
指
定
都
市
を
抱
え
る
都
市
部
で
は
、
教
員
給

与
の
優
位
性
は
見
ら
れ
な
い
。
と
り
わ
け
東
京
都
の
小
・
中
学
校
教
師
は
、
そ

の
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、「
教
員
給
与
は
恵
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
説

は
、
妥
当
性
が
低
い
。

２

教
員
給
与
に
係
わ
る
教
育
改
革

�

義
務
教
育
費
の
国
庫
負
担

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
教
員
給
与
の
財
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

義
務
教
育
段
階
の
教
師
は
市
町
村
立
学
校
に
勤
務
す
る
が
、
市
町
村
立
学
校

職
員
給
与
負
担
法
で
、
そ
の
給
与
は
都
道
府
県
が
負
担
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
市
町
村
の
財
政
事
情
に
は
大
き
な
格
差
が
あ
り
、
も

し
そ
れ
が
市
町
村
に
委
ね
ら
れ
れ
ば
、
教
員
給
与
は
自
治
体
の
財
政
事
情
に
左

右
さ
れ
、
教
育
の
機
会
均
等
の
た
め
の
基
盤
が
揺
ら
ぐ
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
そ
の
格
差
は
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い

る
。
そ
こ
で
、「
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標

準
に
関
す
る
法
律
」（
義
務
教
育
基
準
法
）
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
教
員
数

が
示
さ
れ
、
そ
の
実
支
出
額
の
一
部
を
国
が
負
担
す
る
仕
組
み
が
作
ら
れ
て
き

た
。
こ
れ
が
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
義
務
教
育

費
の
国
庫
負
担
割
合
は
、
そ
れ
ま
で
の
二
分
の
一
か
ら
三
分
の
一
へ
と
減
額
さ

れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
海
外
の
主
要
国
、
た
と
え
ば
英
・
仏
・
独
で
は
、

義
務
教
育
費
に
つ
い
て
は
全
額
国
庫
負
担
と
な
っ
て
お
り
、
地
方
が
負
担
す
る

の
は
、
日
本
以
外
で
は
ア
メ
リ
カ
く
ら
い
で
あ
る
。

�

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
改
革

こ
う
し
た
教
育
費
の
貧
困
状
況
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
る
改
革
が
、
二
〇
〇
六

年
に
実
施
さ
れ
た
。

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で
に
一
九
八
四
年
の
臨
教
審

に
お
け
る
「
教
育
行
財
政
の
見
直
し
」
で
道
筋
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
二
〇
〇

四
年
ま
で
に
、
退
職
年
金
、
退
職
手
当
、
公
務
災
害
補
償
基
金
等
々
が
、
国
庫

負
担
金
制
度
の
負
担
対
象
経
費
か
ら
外
さ
れ
、
残
る
の
は
教
員
の
給
与
体
系
の

み
に
な
っ
て
い
た
。
再
度
、
こ
の
国
庫
負
担
制
度
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
の

は
、
第
二
次
小
泉
内
閣
が
国
家
財
政
悪
化
へ
の
対
応
策
に
こ
の
見
直
し
を
掲
げ

た
か
ら
で
あ
る
。

地
方
分
権
化
を
進
め
る
議
論
へ
の
喚
起
も
含
め
、
こ
の
時
期
、
内
閣
府
に
設

置
さ
れ
た
経
済
財
政
諮
問
会
議
は
「
国
庫
補
助
負
担
金
の
廃
止
・
縮
減
」、「
地

方
交
付
税
の
見
直
し
」、「
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
」
の
「
三
位
一
体
の
改

革
」
を
示
し
、
地
方
分
権
化
を
促
進
し
て
国
家
の
財
政
赤
字
に
対
処
し
よ
う
と

し
た
。
財
務
省
・
総
務
省
や
政
府
与
党
は
、
国
家
財
政
の
縮
小
・
地
方
分
権
の

観
点
か
ら
国
庫
負
担
制
度
の
見
直
し
の
立
場
に
立
つ
の
に
対
し
、
文
部
科
学
省

は
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
堅
持
を
強
く
訴
え
た
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ

う
に
、
義
務
教
育
費
の
国
庫
負
担
の
問
題
を
地
方
交
付
税
の
見
直
し
や
、
地
方

へ
の
税
源
移
譲
の
問
題
と
セ
ッ
ト
で
論
じ
た
こ
と
か
ら
、
教
育
関
係
者
ば
か
り

で
は
な
く
、
地
方
公
共
団
体
、
首
長
な
ど
、
様
々
な
団
体
や
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ

に
当
事
者
と
な
っ
て
、
地
方
分
権
化
の
理
念
の
下
、
地
方
の
活
性
化
の
た
め
の

財
源
確
保
を
め
ざ
す
か
、
教
育
の
公
共
性
・
機
会
均
等
の
理
念
の
実
質
化
に
重

き
を
置
く
か
と
い
う
、
国
庫
負
担
制
度
を
め
ぐ
る
対
立
が
顕
在
化
し
た
の
で
あ

る
。

特集２ 教育労働者の労働問題
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結
果
と
し
て
は
、
①
義
務
教
育
費
の
国
庫
負
担
金
制
度
は
存
続
し
、
②
義
務

教
育
標
準
法
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た
支
出
の
三
分
の
一
を
国
が
補
償
す
る
こ
と

に
な
り
、
③
実
際
の
執
行
で
は
、
総
額
裁
量
制
を
と
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ

の
総
額
の
な
か
で
、
教
員
数
と
給
与
を
地
方
が
自
由
に
決
め
て
よ
い
と
い
う
よ

う
に
制
度
の
変
革
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
総
額
裁
量
制
と
い
う
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
教
員
の
給

与
は
、
国
家
公
務
員
に
準
拠
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
二
〇
〇
三
年
に

国
立
大
学
の
独
立
行
政
法
人
化
に
よ
っ
て
、
国
立
学
校
の
教
職
員
が
非
公
務
員

と
な
っ
た
た
め
に
、「
公
立
学
校
の
教
員
給
与
の
国
立
学
校
教
育
職
給
与
表
準

拠
規
定
」
が
削
除
さ
れ
、
都
道
府
県
の
条
例
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
を
背
景
に
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
総
額
の
範
囲
内
で
、
給

与
額
や
教
職
員
配
置
に
関
す
る
地
方
の
裁
量
を
大
幅
に
拡
大
す
る
仕
組
み
が
取

り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
「
総
額
裁
量
制
」
で
あ
る
。

総
額
裁
量
制
の
導
入
は
、
雇
用
の
多
様
化
、
す
な
わ
ち
少
人
数
指
導
の
た
め

の
加
配
教
員
を
雇
用
し
、
教
員
給
与
水
準
を
引
き
下
げ
て
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ

た
財
源
で
教
職
員
数
を
増
や
す
こ
と
な
ど
地
方
の
実
情
に
合
わ
せ
た
き
め
細
や

か
な
対
応
を
可
能
に
し
た
が
、
同
時
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
教
師
の
増
加
な
ど
、
教

師
の
雇
用
の
不
安
定
さ
を
増
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。
義
務
教
育
標
準
法
で

守
ら
れ
て
い
た
定
数
（
正
規
教
員
数
）
崩
し
が
始
ま
り
、
再
任
用
教
師
、
条
件

付
き
採
用
等
の
任
期
付
教
師
な
ど
の
大
量
の
臨
時
的
任
用
教
員
が
導
入
さ
れ
、

ま
た
非
常
勤
講
師
も
増
加
し
た
。

し
か
し
、
改
革
は
こ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

人
確
法
や
教
職
調
整
額
が
、
す
で
に
廃
止
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
載
っ
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
職
務
の
特
殊
性
に
鑑
み
、
教
員
に
は
残
業
手
当
が
出
な
い

代
わ
り
に
一
律
四
％
の
教
職
調
整
額
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
職
調
整
手

当
は
、
一
九
六
六
年
度
に
実
施
さ
れ
た
『
教
員
勤
務
実
態
調
査
』
に
も
と
づ
い

て
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
第
三
章
で
み
た
よ
う

に
、
二
〇
〇
六
年
に
実
施
さ
れ
た
『
教
員
勤
務
実
態
調
査
』
で
は
、
こ
の
時
間

が
八
時
間
か
ら
三
五
時
間
へ
と
四
倍
程
度
に
延
び
て
い
た
。
通
常
考
え
る
な
ら

ば
、
八
時
間
で
四
％
の
教
職
調
整
額
が
支
給
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
三
五

時
間
は
そ
の
四
倍
程
度
の
教
職
調
整
額
を
支
給
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
財
務
省
・
政
府
は
、
こ
の
教
職
調
整
額
が
「
一

律
」
で
あ
る
こ
と
の
不
平
等
を
主
張
し
て
、
廃
止
も
含
め
た
改
革
を
主
張
し
て

お
り
、
文
部
科
学
省
も
こ
れ
に
抗
し
き
れ
ず
、
教
職
調
整
額
改
廃
の
検
討
に
入

っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
議
論
は
、「
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
給
与
」
の
支
給
や
、「
鍋

蓋
型
の
組
織
の
見
直
し
」
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
文
教
予
算
、
と
く
に
教
員
給
与
を
抑
え
た
い
政
府
・
財
務
省
と
、
い

か
に
優
秀
な
人
材
を
獲
得
す
る
か
を
苦
心
す
る
文
部
科
学
省
と
の
攻
防
が
繰
り

広
げ
ら
れ
る
な
か
で
、
教
師
自
身
が
こ
う
し
た
状
況
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
ゆ
え
の
重
大
な
現
代

的
課
題
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
最
終
章
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

３

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
給
与
と
教
員
評
価

�

成
果
主
義
の
導
入

教
員
給
与
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
源
で
あ
る
義
務
教
育
費
の
国
庫
負
担
の
問

題
と
は
別
の
流
れ
で
も
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
公
務
員
改
革

の
過
程
で
、
今
世
紀
に
入
る
前
後
に
、
公
務
員
へ
の
成
果
主
義
の
導
入
が
議
論

さ
れ
、
給
与
支
給
の
あ
り
方
の
変
更
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
九
九
年
三
月
の
公
務
員
制
度
調
査
会
の
答
申
「
公
務
員
制
度
改
革
の
基
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本
方
向
に
関
す
る
答
申
」
で
は
、
給
与
体
系
を
見
直
し
、
年
功
序
列
型
の
賃
金

か
ら
能
力
・
実
績
を
反
映
し
た
給
与
体
系
へ
、
さ
ら
に
ま
た
、
職
務
・
職
責
に

応
じ
た
給
与
制
度
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
記
さ
れ
た
。
ま
た
、
閣

議
決
定
さ
れ
た
「
行
政
改
革
大
綱
」（
二
〇
〇
〇
年
）
で
は
、
年
功
序
列
的
な

昇
進
や
処
遇
を
、
成
果
主
義
・
能
力
主
義
に
も
と
づ
く
制
度
へ
と
処
遇
の
変
革

を
進
め
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
二
〇
〇
一
年
の
「
公
務
員
制
度
改
革

大
綱
」
で
は
、「
能
力
等
級
制
度
」
の
導
入
、「
能
力
・
職
責
・
業
績
を
反
映
し

た
新
給
与
制
度
の
確
立
」
な
ど
能
力
本
位
の
人
事
配
置
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

そ
も
そ
も
な
ぜ
「
能
力
等
級
制
度
」
が
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
公
務
員
給
与
の
財
源
不
足
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
優
れ
た
人

材
の
獲
得
に
よ
る
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
と
い
う
観
点
が
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。『
世
界
の
公
務
員
の
成
果
主
義
給
与
』（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
編
著
）
に
よ
れ
ば
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
へ
の
公
務
員
の
業
績
給
の
導
入
や
適
用
対
象
の
拡
大
の
理
由
は

様
々
で
あ
る
が
、
昇
任
以
外
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
る
こ
と
で
有
能
で
活

力
に
満
ち
た
職
員
を
獲
得
す
る
こ
と
と
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
（N

ew
Public

M
anage-

m
ent

）
の
手
法
を
取
り
入
れ
、
ア
ウ
ト
カ
ム
と
説
明
責
任
を
明
確
に
す
る
と

い
う
政
治
的
理
由
が
あ
っ
た
と
い
う
。
従
来
の
勤
続
年
数
に
よ
る
給
与
の
支
払

い
（
年
功
型
）
は
、
離
職
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
、
組
織
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

を
深
め
る
こ
と
に
寄
与
す
る
が
、
同
時
に
、
民
間
と
異
な
り
競
争
に
晒
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
の
で
惰
性
に
陥
り
や
す
く
、
ま
た
何
よ
り
も
、
勤
続
年
数
が
長
い

職
員
が
多
く
な
る
と
給
与
総
支
出
額
が
膨
ら
む
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
基
本
給

を
一
定
に
抑
え
て
、
そ
の
う
え
に
業
績
給
を
付
加
す
る
方
策
（
業
績
型
）
は
、

職
員
層
の
高
齢
化
に
も
対
応
で
き
、
ま
た
、
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
誘
発

す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
考
え
方
が
広
ま
る
に
つ
れ
、「
今
後
の
教
員

給
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
中
教
審
答
申
〇
七
年
）
で
、
①
教
員
の
職
務
の

在
り
方
を
見
直
し
、
学
校
組
織
運
営
体
制
や
指
導
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
、
②

適
切
な
教
員
評
価
を
実
施
し
、
そ
れ
を
処
遇
へ
と
反
映
さ
せ
る
こ
と
、
③
人
事

管
理
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
、
と
く
に
指
導
力
不
足
教
員
へ
の
厳
格
な
対
処
を
測

る
こ
と
な
ど
が
顕
在
化
さ
れ
、
具
体
的
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

�

教
員
評
価
の
実
態

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
教
員
の
「
業
績
」
と
は
何
か
、
と
い
う
重
要
な

問
題
が
存
在
す
る
。

そ
も
そ
も
教
師
の
仕
事
の
特
徴
の
一
つ
に
「
不
確
実
性
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
何
を
も
っ
て
「
成
果
」
を
挙
げ
た
か
は
議
論

を
要
す
る
。
そ
れ
は
、
教
育
の
成
果
と
は
何
か
と
い
う
根
源
的
な
問
題
と
も
つ

な
が
っ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
日
本
の
よ
う
に
、
学
校
に
多
様
な
役
割
が
課
せ

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
成
果
の
指
標
を
挙
げ
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
教
員
評
価
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
こ
う
し
た
議
論
は
ほ
と
ん
ど
看
過

さ
れ
、
行
政
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
改
革
が
行
わ
れ
た
。

業
績
給
へ
の
移
行
と
そ
の
た
め
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
五
〇
年
代
半
ば
に
大

き
な
政
治
的
動
き
が
あ
っ
た
。
当
時
の
教
員
組
合
か
ら
の
強
い
反
対
運
動
（
勤

務
評
定
反
対
闘
争
）
の
た
め
に
、
設
計
と
は
異
な
っ
た
運
用
を
行
っ
て
い
る
も

の
の
、
当
時
決
め
ら
れ
た
地
方
公
務
員
法
下
で
の
勤
務
評
定
制
度
は
す
で
に
実

施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
愛
媛
県
で
は
、
こ
の
勤
務
評
定
制
度
を
運
用
し

て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
今
回
の
新
し
い
教
員
評
価
制
度
を
見
送
っ
て
い
る
。

新
し
い
教
員
評
価
は
、
前
述
し
た
公
務
員
改
革
の
状
況
を
受
け
、
東
京
都
が

二
〇
〇
〇
年
に
「
人
事
考
課
制
度
」
を
早
々
と
導
入
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
神
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奈
川
、
大
阪
、
広
島
な
ど
が
相
次
い
で
導
入
し
た
。
文
部
科
学
省
の
『
教
職
員

評
価
シ
ス
テ
ム
の
取
組
状
況
（
教
諭
等
に
対
す
る
評
価
）』（
二
〇
一
五
年
四
月

一
日
現
在
）
調
査
に
よ
る
と
、
六
七
都
道
府
県
市
の
う
ち
愛
媛
県
を
除
き
導
入

さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
新
た
に
導
入
し
た
都
道
府
県
市
に
お
い
て
は
、
教
員
評
価
方
法
や

公
表
の
有
無
、
評
価
を
処
遇
に
反
映
す
る
方
法
は
多
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

い
ち
早
く
導
入
し
た
東
京
都
に
お
い
て
は
、
教
員
評
価
は
「
自
己
申
告
書
」
と

「
業
績
評
価
」
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
自
己
申
告
書
」
は
、
学
校
経
営
目
標

が
明
示
さ
れ
、
こ
れ
に
沿
っ
て
個
別
教
員
が
、
学
習
指
導
、
生
徒
指
導
・
進
路

指
導
、
学
校
運
営
、
特
別
活
動
、
研
究
・
研
修
と
い
う
担
当
職
務
の
諸
領
域

に
、
そ
れ
ぞ
れ
目
標
と
成
果
を
文
章
で
記
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
自
己
申
告
書
の
記
入
を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
が
管
理
職
と
面
談

を
行
い
、
面
談
で
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
自
己
評
価
を
し
、
次
年
度
の
目
標
へ

向
け
た
取
り
組
み
に
繋
ぐ
と
い
う
仕
組
み
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
教
員

が
学
校
組
織
の
一
員
と
し
て
自
覚
を
も
っ
て
活
動
に
取
り
組
み
、
活
動
を
意
識

化
し
意
図
的
な
教
育
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
教
員

の
成
長
を
う
な
が
す
と
い
う
、
制
度
設
計
者
側
の
意
図
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。一

方
、
業
績
評
価
は
、「
自
己
申
告
書
」
と
同
じ
職
務
内
容
に
つ
い
て
、
能

力
、
意
欲
・
態
度
、
実
績
の
三
要
素
か
ら
管
理
職
に
よ
る
Ｓ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、

Ｄ
の
五
段
階
の
絶
対
評
価
が
記
さ
れ
、
こ
れ
は
教
育
委
員
会
に
上
げ
ら
れ
て
昇

給
等
に
つ
い
て
の
相
対
評
価
と
な
り
、
こ
れ
が
実
質
的
な
業
績
評
価
の
指
標
と

さ
れ
、
給
与
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
東
京
都
で
は
自
己
啓
発
と
昇
給
な
ど
の
人
事
管
理
と
い
う
二

つ
の
目
的
を
持
つ
制
度
設
計
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
四
年
の
調
査
で
は
、
教
員
評
価
を
人
事
管
理
や
給
与
や
処
遇
に
反
映

さ
せ
て
い
る
都
道
府
県
市
は
、
六
七
都
道
府
県
市
の
う
ち
昇
任
に
反
映
が
二

七
、
昇
給
・
降
給
に
反
映
が
一
八
、
勤
勉
手
当
に
反
映
が
一
六
、
免
職
・
降
任

に
反
映
が
一
〇
、
配
置
転
換
に
反
映
が
二
二
で
あ
っ
た
。
数
値
か
ら
教
員
の
給

与
等
の
待
遇
に
こ
れ
を
利
用
す
る
都
道
府
県
市
は
ま
だ
少
数
で
あ
り
、
必
ず
し

も
「
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
給
与
」
の
実
施
に
結
び
付
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。

�

教
員
評
価
の
影
響

教
員
評
価
を
導
入
し
た
都
道
府
県
市
で
は
、
ど
の
よ
う
な
反
応
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。

業
績
評
価
に
教
員
評
価
を
導
入
し
て
い
る
地
域
で
は
、「
評
価
者
の
評
価
能

力
」、「
評
価
項
目
」
の
適
切
性
が
問
わ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
結
果
に
も

と
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
給
与
支
給
の
方
法
に
つ
い
て
も
疑
義
が
出
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
東
京
都
や
神
奈
川
県
に
お
い
て
は
、
教
員
評
価
は
学
校
単
位

で
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
学
校
の
最
も
評
価
の
低
い
教
員
の
給
与
か
ら
、

評
価
の
高
い
教
員
の
給
与
へ
差
額
が
回
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
教

員
の
仕
事
は
単
独
で
は
な
く
、
同
僚
教
師
と
の
協
働
関
係
の
な
か
で
遂
行
さ
れ

る
も
の
が
多
い
た
め
、
こ
う
し
た
「
個
人
」
に
基
盤
を
置
い
た
評
価
の
仕
組
み

は
、
組
織
内
で
の
同
僚
関
係
を
崩
し
か
ね
な
い
。
教
員
の
協
働
的
な
教
育
活
動

と
、
個
人
へ
の
評
価
と
い
う
矛
盾
が
、
逆
に
教
師
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
全
体

と
し
て
押
し
下
げ
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
教
員
評
価
に
は
、「
自
己
啓
発
」
と
「
業
績
評
価
」
と
い
う
二

つ
の
目
的
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
も
う
一
方
の
、「
自
己
啓
発
」
の
た
め

の
教
員
評
価
と
い
う
側
面
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
二
〇
一
四
年
調
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査
で
は
、
六
七
都
道
府
県
市
の
う
ち
研
修
に
反
映
が
三
〇
、
人
材
育
成
・
能
力

開
発
・
資
質
向
上
に
反
映
が
四
四
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
お
り
、
か
な
り
の
都

道
府
県
市
で
、
人
材
育
成
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
教
員
評
価
が
「
教
師
の
成
長
に
寄
与
す
る
」
と
い
う
点
に

つ
い
て
、
苅
谷
剛
彦
、
金
子
真
理
子
ら
の
調
査
（『
教
員
評
価
の
社
会
学
』
岩

波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
に
よ
れ
ば
「
教
員
評
価
制
度
が
な
く
て
も
、
自
主
的

に
力
量
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る
」
と
回
答
す
る
教
師
が
八
〇
・
九
％
に
の
ぼ

っ
て
お
り
、
教
師
の
力
量
向
上
の
た
め
に
導
入
す
る
必
然
性
は
あ
ま
り
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
仕
事
の
仕
方
・
考
え
方
を
見

直
す
機
会
に
な
っ
た
」
に
「
と
て
も
あ
て
は
ま
る
」、「
や
や
あ
て
は
ま
る
」
と

回
答
す
る
も
の
は
五
三
・
二
％
と
半
数
を
占
め
た
も
の
の
、「
学
校
目
標
が
共

有
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
は
二
四
・
一
％
、「
学
校
全
体
が
活
性
化
し

た
」
は
九
・
〇
％
で
あ
り
、
教
師
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
と
い
う
目

的
、
あ
る
い
は
学
校
の
活
性
化
を
図
る
と
い
う
目
的
で
も
、
十
分
な
効
果
が
見

ら
れ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
か
ら
見
る
と
、
教

員
評
価
に
よ
り
人
材
開
発
・
教
員
の
能
力
の
向
上
を
め
ざ
す
目
的
設
定
の
実
効

性
は
疑
わ
し
い
。

４

ま

と

め

教
員
給
与
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
何
よ
り
も
国
家
の
財
源
不
足
と
い
う
マ
ク
ロ

な
問
題
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
そ
れ
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
窮
余

の
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
「
成
果
主
義
型
」
給
与
体
系
や
、
そ
れ
に
伴
う
教
員

評
価
は
、
財
源
不
足
を
解
消
す
る
特
効
薬
に
な
る
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
逆
に
、
教
師
の
士
気
を
押
し
下
げ
か
ね
な
い
問
題
を
孕
ん
で
い
た
。

ど
こ
に
も
出
口
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
問
題
で
あ
る
が
、
国
家
財
政
の
支
出

の
分
配
基
準
、
す
な
わ
ち
、
何
を
重
要
な
支
出
と
す
る
か
と
い
う
問
題
と
深
く

関
連
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
章

職
場
環
境
と
そ
の
変
化

１

教
育
改
革
に
よ
る
職
場
の
変
化

教
員
の
多
忙
化
へ
の
対
策
、
教
員
へ
の
財
源
の
問
題
は
、
二
つ
の
方
向
で
教

員
が
働
く
職
場
環
境
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
一
は
縦
の
方
向
へ
の
変
化

で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
横
の
方
向
へ
の
変
化
で
あ
る
。

�

縦
方
向
へ
の
変
化

縦
方
向
へ
の
変
化
は
、「
鍋
蓋
型
組
織
」
へ
の
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き

た
。
〇
四
年
「
学
校
の
組
織
運
営
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
作
業
部
会
の
審
議

の
ま
と
め
）、
〇
五
年
「
新
し
い
時
代
の
義
務
教
育
を
創
造
す
る
（
答
申
）」、

〇
七
年
三
月
「
今
後
の
教
員
給
与
の
在
り
方
（
答
申
）」
等
の
議
論
を
踏
ま
え

て
、
〇
八
年
『
学
校
の
組
織
運
営
の
在
り
方
を
踏
ま
え
た
教
職
調
整
額
の
見
直

し
等
に
関
す
る
検
討
会
議
「
審
議
の
ま
と
め
」』
に
そ
の
内
容
が
明
確
化
さ
れ

た
。
そ
れ
は
、
教
員
組
織
を
「
職
位
と
役
割
分
担
の
明
確
な
」
官
僚
型
組
織
へ

と
組
み
替
え
、
合
理
的
な
経
営
組
織
と
し
て
定
位
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。こ

こ
で
は
、
教
育
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
強
く
問
わ
れ
、
そ
れ
を
証
明
す
る
時
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代
に
、
新
自
由
主
義
的
な
立
場
か
ら
職
場
や
教
師
集
団
を
再
編
成
し
、
学
校
に

も
民
間
の
企
業
と
同
じ
よ
う
な
経
営
の
手
法
を
導
入
し
て
、
学
校
組
織
を
合
理

的
な
も
の
へ
と
転
換
し
、
責
任
の
あ
り
方
を
明
示
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い

る
。「
校
務
分
掌
な
ど
を
整
理
し
て
、
非
効
率
的
な
業
務
や
慣
行
を
見
直
し
」、

「
校
長
の
役
割
を
強
化
」
し
、「
校
長
や
教
頭
、
教
諭
と
い
っ
た
職
位
に
応
じ
た

役
割
分
担
の
明
確
化
を
図
」
り
、「
義
務
・
責
任
、
業
務
の
範
囲
を
明
確
に
」

し
て
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
手
法
を
も
っ
て
経
営
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。〇

七
年
の
学
校
教
育
法
改
正
で
は
、
小
・
中
学
校
に
、
副
校
長
、
主
幹
教
諭

お
よ
び
指
導
教
諭
の
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
副
校
長
は
「
校

長
を
助
け
、
命
を
受
け
て
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
」
と
、
ま
た
、
主
幹
教
諭

は
「
校
長
、
副
校
長
お
よ
び
教
頭
を
助
け
、
命
を
受
け
て
校
務
の
一
部
を
整
理

し
、
並
び
に
児
童
の
教
育
等
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
」
と
規
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の

職
が
、
学
校
の
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
ラ
イ
ン
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

が
、
法
令
に
も
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
一
九
七
六
年
に
学
校
運

営
上
の
必
要
性
か
ら
、
教
務
主
任
や
学
年
主
任
な
ど
の
主
任
制
が
導
入
さ
れ
て

い
た
が
、
主
任
が
指
揮
監
督
権
を
も
た
な
い
の
に
対
し
、
主
幹
教
諭
は
教
諭
と

異
な
る
職
で
あ
り
監
督
権
限
を
有
し
、
給
与
も
教
諭
と
は
別
の
級
で
支
給
さ
れ

る
。繰

り
返
す
が
、
こ
の
よ
う
な
官
僚
制
的
な
組
織
へ
の
転
換
は
、
実
は
何
よ
り

も
教
員
給
与
の
改
善
の
視
点
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
国
家
の
財
政
難
の
な

か
で
公
務
員
給
与
が
負
担
と
な
り
、「
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
給
与
」
と
い
う
成
果

主
義
を
取
り
入
れ
た
能
力
給
へ
の
移
行
の
方
向
性
が
決
定
し
て
い
る
が
、「
鍋

蓋
型
組
織
」
で
は
こ
う
し
た
施
策
を
導
入
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
前
章
で
も
見

た
よ
う
に
新
し
く
導
入
し
た
教
員
評
価
も
、「
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
給
与
」
へ
の

移
行
策
と
し
て
は
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
し
た
が
っ
て
、
新
し
い
職

位
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
〇
一
五
年
、
六
七
の
都
道
府
県
市
の
な
か
で
、
主
幹
教
諭
を
配
置
し
て
い

る
の
は
、
青
森
、
秋
田
、
福
島
、
茨
城
、
群
馬
、
富
山
、
福
井
、
長
野
、
三

重
、
和
歌
山
、
鳥
取
、
山
口
、
鹿
児
島
を
除
く
五
五
都
道
府
県
市
と
な
っ
て
お

り
、
設
置
率
は
高
い
。
小
学
校
の
主
幹
教
諭
は
九
〇
〇
九
人
、
中
学
校
で
六
二

二
四
人
、
高
校
で
三
四
三
二
人
の
主
幹
教
諭
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
一
校
に
複

数
の
主
幹
教
諭
が
配
置
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、

小
学
校
数
二
万
三
五
七
校
、
中
学
校
九
六
二
六
校
、
高
校
三
四
三
二
校
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
高
校
で
最
も
配
置
割
合
は
高
く
な
っ
て
い
る
。

�

横
方
向
へ
の
変
化

一
方
、
教
師
の
多
忙
化
の
決
定
打
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
て
き
た
の
が
、「
チ

ー
ム
学
校
」
の
概
念
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
諸
外
国
に
比
べ
教
員
以
外
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
割
合
が
低
い
現

状
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
教
員
が
授
業
等
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た

多
忙
化
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
学
校
組
織
の
教
職
員
構
造
を
転
換
さ
せ
、
学
校
の
教
育
力
・
組
織
力
の

向
上
を
め
ざ
す
と
い
う
方
策
が
一
四
年
七
月
に
当
時
の
下
村
博
文
文
科
大
臣
か

ら
中
教
審
に
諮
問
さ
れ
、
中
教
審
で
そ
の
作
業
部
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
一

五
年
七
月
に
出
さ
れ
た
中
間
ま
と
め
で
は
、「
専
門
性
に
基
づ
く
チ
ー
ム
体
制

の
構
築
」、「
校
長
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き
る
学
校
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

機
能
の
強
化
」
等
、「
チ
ー
ム
学
校
」
を
実
現
す
る
た
め
の
視
点
と
方
策
が
示

さ
れ
、
現
在
、
こ
う
し
た
新
し
い
専
門
職
配
置
の
た
め
の
予
算
措
置
等
へ
動
き

出
し
て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
予
算
措
置
の
議
論
の
あ
り
方
を

見
る
と
、「
チ
ー
ム
学
校
」
が
多
忙
化
の
解
決
の
た
め
の
対
応
策
な
の
か
、
財

政
的
課
題
へ
の
政
策
な
の
か
、
明
確
に
は
区
別
が
つ
か
な
い
点
も
あ
る
。

２

職
場
変
化
が
も
た
ら
す
も
の

校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
導
か
れ
た
新
し
い
組
織
運
営
体
制
が
、
ま
た

「
チ
ー
ム
学
校
」
が
う
ま
く
機
能
す
る
の
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
展
開
を
待
た

ね
ば
な
ら
な
い
。
施
行
か
ら
ま
だ
あ
ま
り
時
間
が
た
っ
て
お
ら
ず
、
検
討
で
き

る
デ
ー
タ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
連
の
学
校
組

織
改
革
が
、
経
済
・
財
政
上
の
論
理
か
ら
出
発
し
た
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
こ
と

が
、
教
育
上
の
慣
行
に
様
々
な
軋
轢
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。ま

ず
、「
鍋
蓋
型
組
織
」
か
ら
合
理
的
経
営
的
な
組
織
へ
の
移
行
と
い
う
課

題
に
つ
い
て
の
、「
職
場
」
側
か
ら
の
受
け
止
め
方
を
見
て
み
た
い
。

本
人
の
希
望
に
も
と
づ
い
て
管
理
職
等
か
ら
の
降
任
を
行
う
制
度
が
二
〇
〇

一
年
よ
り
実
施
さ
れ
、
導
入
す
る
都
道
府
県
が
増
加
し
て
い
る
。
東
京
都
、
神

奈
川
県
、
大
阪
府
、
横
浜
市
で
は
、
第
１９
表
に
見
る
よ
う
に
、
毎
年
相
当
数
の

希
望
が
あ
り
、
東
京
都
や
大
阪
府
で
は
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ

る
。
教
員
志
望
者
は
、
児
童
・
生
徒
と
の
関
係
や
「
教
え
る
」
と
い
う
行
為
に

関
心
を
持
つ
の
で
あ
り
、
管
理
運
営
の
業
務
へ
の
異
動
を
必
ず
し
も
望
ま
し
い

も
の
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
新
し
い
職
位
が
生
ま
れ
た
た
め
、
誰
か
が
こ
れ

を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
教
員
が
進
ん
で
こ
の
ポ
ス
ト
を
取
り
合
う
と

い
う
よ
う
な
状
況
に
は
な
い
。
副
校
長
や
主
幹
制
導
入
に
対
す
る
教
師
側
の
受

け
止
め
方
は
、
導
入
側
の
意
図
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

管
理
職
で
あ
る
校
長
に
求
め
ら
れ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
同
様
の

問
題
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
予
算
権
や
人
事
権
に
つ
い
て
、
そ
の
権
限
を
校
長
は

限
定
的
に
し
か
有
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
校
長
に
求
め
ら

れ
て
い
た
の
は
、
校
務
全
体
を
見
回
し
、
教
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
に
安
心
し
て
活

動
が
で
き
る
よ
う
に
、
教
員
生
活
の
経
験
を
駆
使
し
て
様
々
な
関
係
を
「
調

整
」
す
る
関
係
調
整
能
力
で
あ
っ
た
。
必
ず

し
も
「
経
営
」
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
理
的
経
営

組
織
へ
の
移
行
と
い
っ
た
と
き
、
校
長
自
身

が
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
経
営
的
役
割
期
待

を
担
う
こ
と
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
が
、
第

一
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

一
部
で
は
、
経
営
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と

し
て
の
手
腕
を
求
め
て
民
間
人
校
長
が
採
用

さ
れ
て
い
る
が
、
校
長
の
資
格
や
要
件
な
ど

の
十
分
な
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
状
況

で
採
用
が
決
ま
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
必
ず
し

も
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
経
営

の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
い
っ
て
も
、
企
業
と

は
異
な
り
学
校
長
に
予
算
権
・
人
事
権
な
ど

が
ほ
と
ん
ど
な
い
（
あ
る
い
は
限
定
さ
れ
て

い
る
）
状
況
で
は
、
経
営
手
腕
を
発
揮
す
る

と
言
っ
て
も
限
定
的
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
組
織
形
態
の
移
行
が
現
場
か
ら
あ

ま
り
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
、
教
員
の

第１９表 希望降任制度
（主幹教諭からの降任希望）

１４年

３４（人）

２６

３２

１９

〔出所〕 文部科学省「公立学校教職員の人事行政状況調査」。

１３年

３２

４４

３４

２５

１２年

２５

４２

１８

２２

１１年

２５

３９

２１

２５

１０年

１３

４１

１８

２７

０９年

４１

４６

９

１８

２００８年

３６

３３

７

１１

東京都

神奈川県

大阪府

横浜市
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329
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（0.3%）
64

（0.3%）

194
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1,490
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2,242
（10.8%）
2,242
（10.8%）
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（3.5%）519
（2.5%）
519

（2.5%）
519

（2.5%）
503
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※特別支援学級は含まない
※0学級は休校中の学校２０１３年学校基本調査を基に作成

46.5％

51.6％

職
場
で
あ
る
「
学
校
規
模
」
を
、
政
策
決
定
側
が
十
分
認
識
し
て
い
な
い
こ

と
に
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
１２
図
は
一
五
年
一
月
に
都
道
府
県
知
事
、
教
育
長
等
へ
通
知
さ
れ
た

「
公
立
小
学
校
・
中
学
校
の
適
正
規
模
・
適
正
配
置
等
に
関
す
る
手
引
き
の

策
定
に
つ
い
て
（
通
知
）」
か
ら
転
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
図
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
小
学
校
の
四
六
・
五
％
、
中
学
校
の
五
一
・
六
％
が
一
一
学

級
以
下
の
小
規
模
校
で
あ
る
。
義
務
教
育
標
準
法
か
ら
導
か
れ
る
こ
の
よ
う

な
学
校
の
教
員
配
置
は
、
た
と
え
ば
、
小
学
校
で
一
一
ク
ラ
ス
の
場
合
一
四

人
程
度
の
教
員
が
、
中
学
校
に
お
い
て
は
一
九
人
前
後
の
教
員
が
配
置
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
な
か
に
は
校
長
や
教
頭
も
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
監
督
権
を
持
た
な
い
と
は
い
え
、
教
務
主
任
や
学
年
主
任
が
別
途
存

在
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
と
く
に
小
学
校
で
は
「
ヒ
ラ
」
の
教
師
の
方
が

少
な
い
学
校
が
数
多
く
現
れ
て
し
ま
う
。

高
校
の
よ
う
に
教
職
員
数
が
多
く
、
学
校
全
体
と
し
て
意
思
決
定
を
行
う

こ
と
が
難
し
い
場
合
に
は
、「
鍋
蓋
型
」
の
組
織
編
成
を
改
革
す
る
必
然
性

は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
営
合
理
的
な
組
織
形
態
が
有
効
で
あ

る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
組
織
サ
イ
ズ
な
の
か
と
い
う
問
題
が
、
こ
う
し
た
制

度
設
計
の
議
論
の
過
程
で
は
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に

大
き
な
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

第
二
に
、
縦
方
向
、
横
方
向
で
の
教
職
員
の
構
造
の
変
化
も
、
必
ず
し
も

望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。

再
任
用
講
師
、
条
件
付
き
任
用
教
員
、
時
間
講
師
な
ど
の
雇
用
条
件
に
よ

っ
て
、
す
で
に
教
師
は
多
様
化
し
て
い
る
。
正
規
の
教
員
と
同
様
の
仕
事
を

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ま
だ
正
規
教
員
で
は
な
い
」
と
い
う
条
件

付
き
教
員
は
、
彼
ら
と
対
等
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
実

第１２図 学級規模別学校数

〔出所〕 文部科学省「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きの策定について
（通知）」（２０１５年１月）。
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際
に
、「
条
件
附
き
採
用
」
や
「
非
常
勤
」
の
教
師
が
、
会
議
な
ど
で
ど
こ
ま

で
意
見
を
述
べ
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
話
は
よ
く
聞
か
れ

る
。
さ
ら
に
多
様
な
職
員
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
状
況
を
共
有
し
合

え
な
い
実
態
を
生
み
か
ね
な
い
。

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
（
Ｓ
Ｃ
）
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

（
Ｓ
Ｓ
Ｗ
）
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
Ｓ
Ｃ
事
業
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
事
業
の
な
か
で
配
置

さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
場
合
、
非
常
勤
の
職
員
で
あ
る
。
教
員
と
は
異
な
る
専

門
家
で
あ
る
Ｓ
Ｃ
の
存
在
は
、
教
師
に
と
っ
て
は
心
強
い
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う

が
、
状
況
や
見
解
を
共
有
す
る
こ
と
が
難
し
い
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
非
常
勤

と
い
う
勤
務
形
態
が
続
く
な
ら
ば
、
Ｓ
Ｃ
が
不
在
の
間
の
児
童
・
生
徒
の
状
況

を
把
握
す
る
た
め
の
記
録
を
常
勤
職
に
委
ね
ざ
る
を
得
ず
、
結
局
、
常
勤
職
の

教
師
の
仕
事
が
増
え
、
ま
た
、
Ｓ
Ｃ
の
来
校
に
合
わ
せ
た
ケ
ー
ス
会
議
な
ど
が

設
定
さ
れ
る
な
ど
、
逆
に
教
師
の
負
担
を
増
や
し
か
ね
な
い
。

第
三
に
、
こ
う
し
た
教
職
員
の
配
置
や
構
造
の
改
善
が
、
財
政
的
な
措
置
と

連
動
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
へ
の
危
惧
が
あ
る
。
す
で
に
、「
チ
ー
ム
と
し
て

の
学
校
の
あ
り
方
と
今
後
の
改
善
方
策
に
つ
い
て
（
中
間
ま
と
め
）」
で
は
、

「
Ｓ
Ｃ
と
Ｓ
Ｓ
Ｗ
を
将
来
的
に
教
職
員
定
数
と
し
て
算
定
し
、
国
庫
負
担
の
対

象
と
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
」
と
い
う
一
文
が
示
さ
れ
て
い
る
。
給
与
の
項
で

見
て
き
た
よ
う
に
、
い
か
に
義
務
教
育
費
の
国
庫
負
担
金
を
抑
え
る
か
が
目
下

の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
拡
張
は
難
し

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
Ｓ
Ｃ
や
Ｓ
Ｓ
を
教
職
員
定
数
と
し
て
算
定
す
る
」
こ
と

に
つ
な
が
る
可
能
性
も
高
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
専
門
家
が
増
え

た
分
、
教
員
の
定
数
を
抑
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
純
粋
な
増
員
は
可
能

性
が
薄
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
教
師
数
の
縮
小
か
、
あ
る
い
は
正
規
教
員
か
ら

非
正
規
教
員
へ
の
移
行
を
想
定
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
財
源
の
問
題
が
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
改
革
が
、
教
員
の

多
忙
化
の
解
消
や
労
働
条
件
の
改
善
に
つ
な
が
る
と
は
考
え
に
く
い
。

３

ま

と

め

Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
も
と
づ
い
た
経
営
の
発
想
の
教
育
へ
の
導
入
は
、
日
本
に
先
立
っ

て
そ
れ
を
実
施
し
て
き
た
英
米
で
、「『
上
か
ら
の
』
改
革
は
、
教
師
の
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
を
は
な
は
だ
し
く
押
し
下
げ
」
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

（
ダ
イ
ア
ン
・
ラ
ビ
ッ
チ
／
本
図
愛
実
監
訳
『
偉
大
な
る
ア
メ
リ
カ
公
立
学
校

の
死
と
生
』〈
協
同
出
版
、
二
〇
一
三
年
〉、
Ｓ
・
ボ
ー
ル
「
モ
ラ
ル
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
と
し
て
の
学
校
経
営
」
Ｓ
・
Ｊ
ボ
ー
ル
編
著
／
稲
垣
恭
子
他
訳
『
フ
ー
コ

ー
と
教
育
』〈
勁
草
書
房
、
一
九
九
九
年
な
ど
〉）。
ま
た
、
教
師
の
「
鍋
蓋
型

組
織
」
は
、
効
率
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
人
ひ
と
り
の
教
師
の
自

律
性
を
最
大
限
配
慮
し
た
「
専
門
自
律
的
組
織
」
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の

活
発
化
こ
そ
が
学
校
組
織
に
は
求
め
ら
れ
る
と
い
う
説
も
あ
る
（A

ndy
H

argreaves,C
hanging

Teachers,C
hanging

T
im

es.Teachers
C

ollege
Press

1994

）。
こ
う
し
た
議
論
に
は
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
り
、
行
政
主
導

の
一
方
向
的
な
改
革
が
、
学
校
現
場
の
混
乱
・
多
忙
を
加
速
化
し
て
い
る
と
言

っ
て
も
よ
い
。
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第
六
章

教
員
組
合
の
意
義
と
現
状

１

日
本
に
お
け
る
教
員
組
合
の
現
状

文
部
科
学
省
で
は
毎
年
、『
教
職
員
団
体
へ
の
加
入
状
況
に
関
す
る
調
査
結

果
に
つ
い
て
』
を
公
表
し
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
教
員
組
合
は
、
日
本
教
職
員
組
合
（
日
教
組
）
が
最
大
規
模

で
有
名
で
も
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
全
日
本
教
職
員
組
合
協
議
会
（
全
教
）、

日
本
高
等
学
校
教
職
員
組
合
（
日
高
教
）、
全
日
本
教
職
員
連
盟
（
全
日
教

連
）、
全
国
教
育
管
理
職
員
団
体
協
議
会
（
全
管
協
）
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
こ

の
他
に
職
能
団
体
と
し
て
日
本
教
師
会
と
日
本
教
育
会
が
あ
る
。

複
数
の
教
職
員
組
合
が
並
立
し
て
い
る
の
は
、
最
大
の
教
職
員
組
合
で
あ
っ

た
日
本
教
職
員
組
合
（
日
教
組
）
が
戦
後
主
導
し
た
、
政
治
的
な
運
動
と
そ
れ

へ
の
対
応
の
違
い
や
批
判
に
起
因
す
る
。
た
と
え
ば
、
栃
木
県
で
は
教
職
員
の

ほ
と
ん
ど
が
全
日
教
連
に
参
加
す
る
栃
木
県
教
職
員
協
議
会
に
所
属
し
て
い
る

が
、
そ
の
Ｈ
Ｐ
に
は
、「
教
職
員
組
合
に
よ
る
勤
務
評
定
反
対
運
動
や
安
保
反

対
、
学
力
テ
ス
ト
反
対
闘
争
等
の
違
法
な
労
働
運
動
や
政
治
闘
争
」
に
嫌
気
が

さ
し
た
教
師
が
日
教
組
を
脱
退
し
、
新
し
い
教
職
員
団
体
を
設
立
し
た
と
い
う

い
き
さ
つ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
岐
阜
や
山
口
、
徳
島
、
香
川
、
愛
媛
な
ど
は
、

こ
の
系
列
に
属
し
、
五
〇
年
代
後
半
〜
六
〇
年
代
前
半
の
う
ち
に
日
教
組
と
袂

を
分
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
背
景
を
持
つ
た
め
、
栃
木
県
の
教
員
組

合
や
そ
れ
が
属
し
て
い
る
全
日
教
連
は
、
労
働
組
合
と
い
う
よ
り
は
、
福
利
厚

生
の
向
上
や
研
修
の
充
実
を
め
ざ
す
団
体
と
い
う
特
色
を
表
明
し
て
い
る
。
ま

た
、
全
教
は
労
働
界
再
編
統
一
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
「
日
本
労
働
組
合
総
連

合
会
（
連
合
）」
へ
の
加
盟
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
日
教
組
か
ら
分
裂
し
、
一
九

九
一
年
に
誕
生
し
た
組
織
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
一
〇
月
現
在
の
各
組
合
組
織

率
（
教
職
員
数
全
体
の
割
合
）
は
、
日
教
組
が
二
四
・
二
％
、
全
教
が
四
・
三

％
、
日
高
教
が
〇
・
九
％
、
全
日
教
連
が
一
・
九
％
な
ど
で
あ
り
、
非
加
入
者

が
六
三
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
組
織
率
は
各
県
に
よ
っ
て
大
き
く
異

な
る
。

こ
う
し
た
組
合
へ
の
所
属
の
仕
方
は
、
組
合
の
主
張
す
る
理
念
や
方
針
に
共

鳴
し
て
参
加
す
る
と
い
う
あ
り
方
と
も
、
ま
た
、
業
務
の
内
容
や
職
階
に
よ
る

所
属
の
あ
り
方
と
も
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
日
本
的
な
特
徴
が
み
ら

れ
る
。
海
外
の
労
働
組
合
が
、
労
働
者
の
職
務
・
職
種＝

ジ
ョ
ブ
に
よ
っ
て
組

織
さ
れ
て
い
る
の
と
異
な
り
、
日
本
の
労
働
組
合
は
、
企
業
ご
と
に
組
合
が
組

織
さ
れ
、
あ
る
時
期
に
は
、
組
合
の
幹
部
コ
ー
ス
は
同
時
に
企
業
の
幹
部
コ
ー

ス
と
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
日
本
の
民
間
の
労
働
組
合
は
、
海

外
の
職
種
別
に
組
織
さ
れ
た
組
合
と
は
異
な
り
企
業
内
組
合
で
あ
り
、
正
規
労

働
者
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
労
使
協
調
」
路
線
を
基
本
と
し

て
い
る
こ
と
等
、
労
使
相
乗
り
型
の
日
本
的
な
組
合
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い

る
。
教
員
組
合
に
お
い
て
は
、
個
別
学
校
（
単
組
）、
あ
る
い
は
都
道
府
県
別

に
（
県
教
組
）
別
に
組
合
が
組
織
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
所
属
す
る
教
員
は
、

理
念
や
政
治
主
張
と
い
う
よ
り
は
、「
付
き
合
い
」
の
延
長
線
上
で
の
、
職
場

を
基
盤
と
し
た
所
属
集
団
の
一
つ
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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90.0
加入率（％）

８0.0

７0.0

６0.0

５0.0

４0.0

３0.0

２0.0

１0.0
58

年度
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

全体加入率

新採加入率

89 91 92 93 94 95 96 9897

２

教
職
員
組
合
の
組
織
率
の
推
移

教
職
員
の
組
合
の
組
織
率
（
い
ず
れ
か
の
組
合
に
加
入
し
て
い
る
率
）
は
減

少
傾
向
に
あ
る
。
〇
六
年
四
六
・
二
％
で
あ
っ
た
加
入
率
は
、
一
〇
年
に
は
四

一
・
二
％
、
一
三
年
に
は
三
八
・
二
％
、
一
五
年
に
は
三
六
・
三
％
に
減
少
し

た
。
ま
た
、
日
教
組
、
全
教
、
日
高
教
、
全
日
教
連
な
ど
い
ず
れ
の
組
合
で

も
、
組
織
率
が
漸
減
し
て
い
る
。
第
１３
図
は
、
日
教
組
の
加
入
率
、
新
採
用
教

員
加
入
率
の
一
九
五
〇
年
代
末
以
降
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。

日
本
で
は
、
教
員
組
合
の
政
治
性
を
忌
避
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
一
九
七

〇
年
代
の
初
め
ご
ろ
か
ら
最
近
ま
で
は
、
人
材
確
保
法
案
な
ど
教
員
へ
の
政
策

的
な
優
遇
策
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
教
員
の
生
活
が
比
較
的
安
定
し
て
い

た
こ
と
、
ま
た
、
人
事
院
勧
告
が
公
務
員
全
体
の
労
働
条
件
の
悪
化
に
一
定
の

歯
止
め
を
か
け
て
い
た
こ
と
な
ど
が
、
組
合
へ
の
加
入
の
低
下
の
原
因
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
の
組
合
が
「
労
使
協
調
」

路
線
を
基
本
と
す
る
た
め
、
組
合
へ
参
加
す
る
動
機
づ
け
に
欠
け
、
そ
の
た
め

に
労
働
組
合
の
組
織
率
は
漸
減
す
る
一
方
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

３

組
合
の
存
在
意
義

�

労
働
組
合
と
し
て
の
意
義
と
課
題

日
本
で
は
、
公
務
員
で
あ
る
教
員
は
、
民
間
労
働
者
に
付
与
さ
れ
て
い
る
労

働
三
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
基
本

権
の
著
し
い
制
限
の
た
め
、
教
師
の
労
働
に
係
わ
る
懸
案
事
項
は
民
間
の
よ
う

な
労
使
交
渉
で
改
善
を
図
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
国
家
公
務
員
に
準

第１３図 日教組加入率・新採加入率の推移

〔出所〕 文部科学省「平成２７年度 教職員団体への加入状況に関する調査結果について」。
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拠
し
て
、
人
事
院
の
勧
告
に
よ
っ
て
課
題
へ
の
対
応
が
な
さ
れ
て
き
た
。
人
事

院
は
、
民
間
の
労
働
条
件
に
比
し
て
、
国
家
公
務
員
の
労
働
条
件
が
か
け
離
れ

て
い
る
と
き
に
、
給
与
や
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
改
善
お
よ
び
人
事
行
政
の
改

善
に
関
す
る
勧
告
を
行
う
機
関
で
あ
る
が
、
こ
の
勧
告
が
地
方
公
務
員
に
波
及

す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
教
員
に
労
働
基
本
権
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
の
が
、
必
ず

し
も
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
は
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
は
、
国
家
公
務
員
に
も
労
働
三
権
が
保
証
さ
れ

て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
全
英
教
員
組
合
（
Ｎ
Ｕ
Ｔ－

N
ational

U
nion

of
Teachers

）
の
他
、
全
英
校
長
協
会
（
Ｎ
Ａ
Ｈ
Ｔ－
N

ational
A

ssociation
of

H
eadteachers

）、
教

諭
・
講

師

組

合
（
Ａ
Ｔ
Ｌ－

A
ssociation

of
Teachers

and
Lecturers

）、
専
門
職
協
会
（
Ｐ
Ａ
Ｔ－

ProfessionalA
ssociation

ofTeachers

）、
全
英
女
性
教
員
校
長
協
会
（
Ｎ

Ａ
Ｓ
Ｕ
Ｗ
Ｔ－

N
ational

A
ssociation

of
Schoolm

asters
U

nion
of

W
om

en
Teachers

）
な
ど
複
数
の
組
合
が
あ
り
、
教
師
の
お
よ
そ
九
割
は
こ

れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
所
属
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
賃
上
げ
と
労
働
条
件

の
改
善
、
あ
る
い
は
年
金
問
題
を
焦
点
に
、
Ｎ
Ｕ
Ｔ
や
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｕ
Ｗ
Ｔ
は
今
世

紀
に
入
っ
て
複
数
回
大
規
模
な
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら

の
組
合
の
い
く
つ
か
は
、
〇
三
年
に
は
教
育
省
と
、
教
師
の
多
忙
化
に
対
応
す

る
た
め
の
労
働
協
約
（R
aising

standards
and

tackling
w

orkload:a
national

agreem
ent

）
を
締
結
す
る
な
ど
の
活
動
も
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア

メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
職
能
団
体
と
し
て
成
立
し
た
全
米
教
育
協
会
（
Ｎ
Ｅ
Ａ

－
N

ationalE
ducation

A
ssociation

）
は
、
労
働
組
合
と
し
て
の
性
格
の
強

い
ア
メ
リ
カ
教
員
連
盟
（
Ａ
Ｆ
Ｔ－

A
m

erican
Federation

ofTeachers

）

と
、
近
年
そ
の
性
格
が
類
似
し
て
き
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ

に
つ
い
て
は
別
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
州
で
教
員
組
合
は
、
団
体
交
渉
権
を
持

つ
。
ま
た
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
禁
止
さ
れ
た
州
に
お
い
て
も
、
近
年
は
シ
カ
ゴ
や

オ
ー
ク
ラ
ン
ド
市
な
ど
で
大
規
模
な
ス
ト
ラ
イ
キ
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
報
道
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
各
国
の
教
員
組
合
は
ベ
ル
ギ
ー
に
本
部
を
置
く

教
育
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
Ｅ
Ｉ－

E
ducational

International

）
の
下

で
、
様
々
な
情
報
交
換
を
行
っ
て
い
る
。

今
世
紀
に
入
っ
て
、
国
家
公
務
員
の
削
減
の
た
め
に
「
簡
素
で
効
率
的
な
政

府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
行
革
推
進
法
）

が
施
行
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
内
閣
に
行
政
改
革
推
進
本
部
が
設
け
ら

れ
た
。
行
革
推
進
本
部
で
は
、
公
務
員
の
能
力
主
義
・
成
果
主
義
を
徹
底
す
る

こ
と
や
内
閣
人
事
局
の
設
置
、
幹
部
職
員
人
事
の
一
元
化
、
自
律
的
労
使
関
係

制
度
の
導
入
な
ど
が
議
論
さ
れ
、
一
一
年
に
い
ず
れ
も
廃
案
と
な
っ
た
も
の

の
、
こ
れ
ら
が
盛
り
込
ま
れ
た
国
家
公
務
員
改
革
関
連
四
法
案
が
閣
議
決
定
さ

れ
て
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

こ
れ
は
国
家
公
務
員
改
革
制
度
に
つ
い
て
の
法
案
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
内

容
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
律
的
労
使
関
係
制

度
へ
の
言
及
で
あ
る
。
自
律
的
労
使
関
係
制
度
と
は
、
公
務
員
も
民
間
と
同
じ

よ
う
に
、
認
定
さ
れ
た
労
働
組
合
と
地
方
公
共
団
体
の
当
局
が
、
給
料
や
勤
務

時
間
、
昇
任
や
免
職
・
懲
戒
な
ど
の
規
準
、
職
員
の
保
険
や
安
全
保
持
な
ど
の

事
項
に
つ
い
て
団
体
交
渉
を
行
い
、
団
体
協
約
を
締
結
す
る
と
い
う
内
容
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
制
限
さ
れ
て
い
る
労
働
基
本
権
を
公
務
員
に
付
与

す
る
か
ど
う
か
と
い
う
非
常
に
重
要
な
論
点
も
包
含
さ
れ
て
い
た
。

教
員
は
地
方
公
務
員
で
あ
る
が
、
地
方
公
務
員
制
度
改
革
が
、
こ
の
国
家
公

務
員
制
度
改
革
と
並
行
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
も
自
律
的
労
使
関
係

制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
是
非
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
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ろ
、
法
案
自
体
が
廃
案
に
な
っ
た
こ
と
で
議
論
も
収
束
に
向
か
っ
た
が
、
そ
の

論
議
の
過
程
で
は
、
教
員
の
労
働
基
本
権
が
「
付
与
さ
れ
る
／
回
復
さ
れ
る
」

の
は
望
ま
し
い
と
し
て
も
、
協
約
締
結
権
が
付
与
さ
れ
た
場
合
、
当
該
の
自
治

体
に
複
数
の
組
合
が
存
在
す
る
現
状
や
、
加
入
率
が
低
い
労
働
組
合
し
か
な
い

場
合
の
対
応
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
、
教
員
主
体
側
の
課
題
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
組
合
に
所
属
す
る
教
員
の
間
で
も
こ
の
議
論
が

積
極
的
に
な
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
教
員
の
政
治
的
な
関
心
の
低
さ
は
、

複
数
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

�

専
門
職
団
体
と
し
て
の
組
合

一
方
、
教
員
組
合
を
労
働
組
合
と
し
て
で
は
な
く
、
専
門
職
団
体
と
し
て
と

ら
え
る
立
場
に
お
い
て
も
、
別
の
問
題
が
出
現
し
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
中
教
審
答
申
『
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
を
担
う
教
員
の
資
質
能

力
の
向
上
に
つ
い
て
』
で
は
、
教
員
養
成
・
採
用
・
研
修
の
す
べ
て
に
お
い

て
、
改
革
を
担
う
新
た
な
内
容
・
組
織
が
示
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
教
員
に
必
要

と
さ
れ
る
新
た
な
課
題
と
と
も
に
、
そ
れ
を
着
実
に
身
に
つ
け
る
た
め
の
制
度

が
合
わ
せ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
新
た
な
制
度
と
し
て
重
要
な
の
は
、
教
育
委

員
会
と
大
学
等
で
創
設
す
る
「
教
員
養
成
協
議
会
」
で
あ
る
。
教
員
養
成
協
議

会
は
、
養
成
や
研
修
の
内
容
を
調
整
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
、
教
員
育
成
指
標

を
作
成
し
、
そ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
重
要
な
役

割
を
果
た
す
の
が
、
独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
教
職
大
学

院
は
、
独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
と
連
携
す
る
ハ
ブ
の
役
割
を
果
た

し
、
高
度
専
門
職
業
人
の
養
成
に
努
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
と
き
海
外
の
教
員
組
合
が
、
行
政
当
局
と
共
同
で
、
あ
る
い
は
対
抗
し

て
作
成
し
た
よ
う
な
「
専
門
職
基
準
」
の
作
成
プ
ロ
セ
ス
は
見
ら
れ
な
い
。
教

員
組
合
が
、
こ
う
し
た
新
た
な
組
織
の
な
か
に
含
ま
れ
る
の
か
否
か
、
あ
る
い

は
、
代
替
し
う
る
教
員
育
成
基
準
を
作
成
で
き
る
の
か
は
は
な
は
だ
疑
問
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
専
門
職
と
し
て
の
成
長
に
つ
い
て
も
、
日
本
で
は
行
政
主
導

で
行
わ
れ
、
教
員
は
養
成
の
段
階
か
ら
生
涯
を
通
じ
て
、
行
政
に
よ
っ
て
提
供

さ
れ
る
学
習
を
継
続
す
る
客
体
と
な
る
感
が
否
め
な
い
。

４

ま

と

め

教
員
の
労
働
条
件
が
悪
化
す
る
な
か
で
、
ま
た
、
変
化
す
る
時
代
に
対
応
し

た
新
た
な
教
員
像
を
明
確
に
す
る
う
え
で
、
教
員
組
合
が
果
た
す
役
割
は
「
理

念
的
に
は
」
高
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
政
策
策
定
過
程
・
実
行
過
程

に
、
教
員
組
合
の
影
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
。
い
う
な
ら
ば
、
主
体
で
あ
る
は

ず
の
教
員
の
姿
が
な
い
。
行
政
の
主
導
の
も
と
に
教
育
改
革
や
、
教
員
の
労
働

条
件
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
教
育
を
担
う
主
体
形
成
が
き
わ
め
て
脆
弱
で

あ
る
と
い
う
点
が
、
日
本
の
現
状
で
あ
る
。

結

語

本
特
集
は
、
教
員
の
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
や
教
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
（
病
気

休
職
）
な
ど
の
現
状
か
ら
始
ま
っ
て
、
労
働
時
間
、
業
務
内
容
や
賃
金
な
ど
の

教
員
の
労
働
条
件
、
教
員
の
評
価
や
職
場
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
教
育
改
革
政
策

と
現
場
の
対
応
、
お
よ
び
教
員
組
合
の
現
状
を
見
て
き
た
。

教
育
の
現
場
は
、
社
会
・
子
ど
も
の
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
教
育
内
容
の
変
化

に
よ
っ
て
、
学
校
教
育
へ
の
負
荷
が
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
高
ま
っ
て
い
る
。

特集２ 教育労働者の労働問題
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そ
う
し
た
学
校
教
育
に
責
任
を
持
つ
は
ず
の
国
家
が
福
祉
国
家
の
破
綻
か
ら
、

「
小
さ
な
政
府
」
を
め
ざ
し
て
新
自
由
主
義
的
改
革
を
実
行
に
移
し
て
お
り
、

教
員
へ
の
財
政
的
支
出
を
縮
減
す
る
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め

に
、
直
接
的
に
、
あ
る
い
は
職
場
環
境
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
、

教
員
の
労
働
条
件
の
切
り
下
げ
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

病
気
休
職
者
の
増
加
は
、
こ
う
し
た
制
度
的
な
負
荷
を
、
教
員
個
人
が
背
負

わ
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
肝
心
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
条
件
の
悪
化
の
な
か
で
、
目
の

前
の
子
ど
も
に
の
み
、
あ
る
い
は
自
分
の
担
当
す
る
教
科
に
の
み
視
野
を
限
定

し
、
政
治
や
社
会
に
は
目
を
向
け
な
い
、
と
い
う
今
の
日
本
の
教
師
の
姿
で
あ

ろ
う
。

大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
は
、
大
学
改
革
の
な
か
で
教
育
学
部
の
縮
小
・
教

員
養
成
の
再
編
が
始
ま
り
、
ま
た
、
教
育
委
員
会
と
の
連
携
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ

ン
の
下
に
、
行
政
に
主
導
権
を
握
ら
れ
た
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
流
れ
を
考
え
る
と
、
過
酷
な
労
働
環
境
を
「
お
か
し
い
」
と
思
わ
な
い
教
員

が
大
量
に
養
成
さ
れ
る
可
能
性
も
否
め
な
い
。

自
分
の
労
働
と
労
働
条
件
に
関
心
を
抱
く
主
体
の
形
成
が
最
も
重
要
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
最
も
難
し
く
、
労
働
主
体
の
形
成
を
ど
の
よ
う
に

図
る
か
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
が
こ
こ
に
あ
る
。

（
油
布

佐
和
子
）
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